
近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―

吉

田

真

夫

は
じ
め
に 

 

人
々
は
如
何
な
る
病
に
罹
り
、
そ
れ
を
ど
の
よ
う
に
治
癒

さ
せ
た
の
か
。
こ
の
大
き
な
テ
ー
マ
に
対
し
て
は
、
例
え
ば
、

酒
井
シ
ズ
氏
、
新
村
拓
氏
、
氏
家
幹
人
氏
ら
の
研
究
が
あ
る
。

酒
井
氏
は
医
師
の
立
場
か
ら
、
縄
文
時
代
か
ら
近
代
に
至
る

日
本
人
の
罹
患
し
た
病
と
そ
の
治
癒
の
変
遷
を
究
明
さ
れ
た
。

新
村
氏
ら
は
、
各
時
代
に
お
け
る
医
療
制
度
や
そ
の
体
制
な

ど
に
つ
い
て
論
じ
ら
れ
た
。
こ
う
し
た
通
時
代
的
な
視
点
と

は
異
な
り
氏
家
氏
は
、
病
や
医
者
、
薬
な
ど
を
キ
ー
ワ
ー
ド

に
、
人
的
な
「
つ
な
が
り
」
に
よ
っ
て
た
く
ま
し
く
生
き
抜

く
近
世
江
戸
の
人
々
の
姿
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
一
方
、
近

世
大
名
と
病
と
い
う
点
で
は
、
池
田
仁
子
氏
が
、
加
賀
藩
主

前
田
家
を
事
例
に
、
藩
祖
前
田
利
家
夫
妻
を
は
じ
め
、
歴
代

藩
主
と
病
、
時
に
は
政
治
的
動
向
と
も
関
連
付
け
な
が
ら
、

精
力
的
な
分
析
を
さ
れ
て
い
る
。 

さ
て
本
稿
は
、
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
を
事
例
に
、

近
世
大
名
の
病
と
健
康
に
つ
い
て
見
て
い
こ
う
と
す
る
も
の

で
あ
る
。
元
賢
は
、
父
で
あ
る
初
代
藩
主
就
隆
が
没
し
た
延

宝
七
年
（
一
六
七
九
）
に
わ
ず
か
十
歳
で
藩
主
と
な
り
、
元

禄
三
年
（
一
六
九
〇
）
に
二
一
歳
で
没
し
た
。
前
近
代
で
あ

っ
て
も
二
一
歳
の
病
没
は
健
康
に
恵
ま
れ
な
か
っ
た
と
言
っ

て
も
過
言
で
は
な
く
、
事
実
、
彼
は
た
び
た
び
病
に
悩
ま
さ

れ
た
。 

そ
の
こ
と
は
、
元
賢
に
近
侍
し
た
福
間
隆
廉
が
残
し
た
日

記
が
物
語
っ
て
い
る
。
当
館
所
蔵
の
徳
山
毛
利
家
文
庫
に
あ

る
「
福
間
隆
廉
自
記
」（
以
下
、「
福
間
自
記
」
と
略
記
す
る
。
）

が
そ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
後
年
、
藩
に
お
い
て
隆
廉
の
日
記

（
５
）

（
４
）

（
３
）

（
２
）

（
１
）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
─
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
─

〈
研
究
ノ
ー
ト
〉

吉
田
真
夫

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

五
七



を
筆
写
し
、
現
在
で
は
一
九
冊
と
な
っ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。 

「
福
間
自
記
」
の
記
述
は
、
福
間
隆
廉
が
御
居
間
都
合
役

に
任
じ
ら
れ
た
翌
年
の
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
、
元

賢
の
没
後
、
三
代
藩
主
元
次
が
藩
主
と
な
っ
て
徳
山
に
初
入

国
を
果
た
す
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
元
賢
が
二
度
目
の
帰
国
を
す
る
元
禄
二
年
（
一
六
八

九
）
四
月
以
降
の
記
事
は
時
期
に
よ
る
精
粗
が
見
ら
れ
る
一

方
、
そ
れ
以
前
の
記
録
は
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
藩

主
の
日
常
生
活
を
は
じ
め
、
江
戸
に
お
け
る
他
大
名
と
の
交

流
、
江
戸
藩
邸
と
そ
の
周
辺
で
発
生
す
る
出
来
事
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。
周
知
の
と
お
り
、
徳
山
藩
は
正
徳
六
年
（
一
七

一
六
）
か
ら
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
ま
で
一
時
の
断
絶
を

経
験
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
断
絶
前
の
記
録
が
乏
し
い
。
そ

の
た
め
、
断
絶
前
の
記
録
で
あ
る
「
福
間
自
記
」
は
、
当
該

期
の
様
相
を
知
る
上
で
恰
好
の
材
料
に
な
る
と
思
う
。 

こ
う
し
た
豊
か
な
内
容
が
含
ま
れ
る
「
福
間
自
記
」
か
ら
、

本
稿
で
は
元
賢
の
病
と
健
康
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
。 

な
お
本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
四
日
に
当
館
が
開
催

し
た
第
一
一
回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
の

歴
史
探
究
講
座
「
防
長
の
医
療
と
医
術
」
に
お
い
て
報
告
し

た
事
例
紹
介
を
基
と
し
て
い
る
。 

 

一

罹
病 

 

（
一
）
風
気 

「
福
間
自
記
」
に
お
い
て
元
賢
が
最
も
罹
患
し
た
の
は
「
風

気
」
で
あ
る
。「
風
気
」
に
罹
る
と
、
数
日
で
治
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
数
十
日
に
わ
た
っ
て
体
調
不
良
が
続
く
場
合
も
あ
っ

た
。
症
例
の
一
つ
と
し
て
、
天
和
二
年
八
月
二
十
五
日
条
の

「
少
々
御
風
気
、
御
痰
心
ニ
も
御
座
候
、
御
声
か
す
ミ
申
候
」

を
挙
げ
て
お
く
。 

「
風
気
」
と
は
、「
風
邪
。
か
ぜ
ひ
き
。
」
と
あ
る
が
、「
福

間
自
記
」
中
の
元
賢
の
場
合
は
、
今
日
で
も
多
用
さ
れ
る
「
風

邪
気
味
」
の
よ
う
な
体
調
不
良
を
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
挙
げ
た
例
で
は
、
わ
ず
か
な
「
風

気
」
に
加
え
、「
痰
心
」
も
あ
り
、
さ
ら
に
声
も
か
す
れ
る
と

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
風
邪
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

元
賢
は
、
大
き
な
行
事
、
例
え
ば
、
親
交
の
あ
る
大
名
や

旗
本
な
ど
に
よ
る
、
徳
山
藩
邸
や
本
藩
萩
藩
邸
訪
問
の
後
、

「
風
気
」
を
発
し
て
体
調
を
崩
す
こ
と
が
間
々
あ
っ
た
。
応

（
６
）

接
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
風
気
」
は
元

賢
を
生
涯
苦
し
め
た
病
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

（
二
）
腹
の
不
調 

腹
の
不
調
の
例
と
し
て
さ
し
あ
た
り
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。

天
和
二
年
六
月
朔
日
条
の
「
今
朝
も
御
膳
御
快
被
召
上
候
、

常
ニ
百
弐
拾
目
被
召
上
候
、
弐
拾
目
引
之
、
百
目
上
ケ
申
候
、

御
腹
痛
も
無
之
、
瀉
之
御
心
持
も
無
之
候
」
。
ま
た
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
八
月
十
五
日
条
の
「
常
之
時
分
御
起
被
成
、

少
々
御
風
気
之
様
ニ
有
之
ニ
付
、
玄
茂
・
玄
春
御
脈
御
窺
御

薬
被
召
上
候
、
少
々
御
腹
相
も
悪
敷
、
昨
日
之
御
食
滞
ニ
而

有
之
哉
、
軽
キ
御
事
ニ
候
」
。 

前
者
で
は
、
五
月
二
十
六
日
・
二
十
七
日
頃
か
ら
元
賢
は

体
調
を
崩
し
て
お
り
、
腹
の
調
子
も
よ
く
な
か
っ
た
が
（
五

月
二
十
九
日
条
「
少
御
腹
中
も
不
御
快
候
」
）
、
六
月
に
入
り

漸
く
症
状
も
治
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
食
事
も
、
普
段
よ
り
も

二
〇
目
を
減
じ
た
「
百
目
」
を
食
し
て
い
る
。
腹
痛
も
な
く
、

「
瀉
」
（
下
痢
）
も
な
い
と
言
う
。 

後
者
は
、「
風
気
」
を
遠
因
と
す
る
腹
の
不
調
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
の
直
接
の
原
因
は
前
日
の
食
事
に
求
め
ら

れ
て
お
り
、
風
邪
を
ひ
い
た
時
に
過
食
し
た
か
、
消
化
に
よ

く
な
い
も
の
を
食
し
消
化
不
良
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。「
軽
キ
御
事
ニ
候
」
と
あ
る
の
で
、
大
事
に
は
至

ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

元
賢
の
場
合
、「
風
気
」
程
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
腹

の
不
調
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
腹
の
不
調
も
ま
た
、

元
賢
を
悩
ま
せ
た
病
で
あ
っ
た
。 

（
三
）
腫
物 

天
和
二
年
二
月
九
日
条
に
「
御
右
御
耳
之
下
御
は
れ
物
色

と
り
申
候
様
ニ
今
朝
も
奉
見
候
、
殿
様
ニ
ハ
へ
り
申
様
ニ
思

召
候
と
御
申
候
、
脇
よ
り
窺
御
機
嫌
申
候
ニ
ハ
少
高
く
成
申

様
ニ
御
座
候
、
御
内
証
ニ
御
く
る
し
ミ
も
無
之
、
御
脈
も
能

候
由
玄
茂
・
道
伯
・
玄
春
・
仲
策
申
候
、
御
膳
等
常
之
通
被

召
上
候
、
御
様
体
常
之
通
ニ
而
候
」
と
あ
る
。 

二
月
七
日
に
腫
物
が
右
耳
の
下
に
で
き
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
治
療
が
施
さ
れ
て
い
る
。
二
月
九
日
に
は
前
述
の
通
り

「
色
と
り
」
と
あ
っ
て
、
色
が
薄
ら
い
だ
よ
う
な
印
象
で
あ

る
。
特
に
苦
痛
を
訴
え
る
こ
と
も
な
く
、
食
事
の
摂
取
も
普

段
通
り
で
、
脈
も
正
常
で
あ
る
と
の
藩
医
達
の
診
断
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
二
月
十
三
日
、「
様
体
」
が
変
わ
ら
ず
痛
み
も

な
い
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
隆
廉
は
、
幕
府
の
外
科
医
に
診

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

五
八



を
筆
写
し
、
現
在
で
は
一
九
冊
と
な
っ
て
い
る
資
料
で
あ
る
。 

「
福
間
自
記
」
の
記
述
は
、
福
間
隆
廉
が
御
居
間
都
合
役

に
任
じ
ら
れ
た
翌
年
の
天
和
二
年
（
一
六
八
二
）
か
ら
、
元

賢
の
没
後
、
三
代
藩
主
元
次
が
藩
主
と
な
っ
て
徳
山
に
初
入

国
を
果
た
す
元
禄
四
年
（
一
六
九
一
）
ま
で
で
あ
る
。
こ
の

う
ち
、
元
賢
が
二
度
目
の
帰
国
を
す
る
元
禄
二
年
（
一
六
八

九
）
四
月
以
降
の
記
事
は
時
期
に
よ
る
精
粗
が
見
ら
れ
る
一

方
、
そ
れ
以
前
の
記
録
は
豊
富
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
、
藩

主
の
日
常
生
活
を
は
じ
め
、
江
戸
に
お
け
る
他
大
名
と
の
交

流
、
江
戸
藩
邸
と
そ
の
周
辺
で
発
生
す
る
出
来
事
な
ど
多
岐

に
わ
た
る
。
周
知
の
と
お
り
、
徳
山
藩
は
正
徳
六
年
（
一
七

一
六
）
か
ら
享
保
四
年
（
一
七
一
九
）
ま
で
一
時
の
断
絶
を

経
験
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
断
絶
前
の
記
録
が
乏
し
い
。
そ

の
た
め
、
断
絶
前
の
記
録
で
あ
る
「
福
間
自
記
」
は
、
当
該

期
の
様
相
を
知
る
上
で
恰
好
の
材
料
に
な
る
と
思
う
。 

こ
う
し
た
豊
か
な
内
容
が
含
ま
れ
る
「
福
間
自
記
」
か
ら
、

本
稿
で
は
元
賢
の
病
と
健
康
に
つ
い
て
紹
介
し
て
い
く
。 

な
お
本
稿
は
、
平
成
二
十
八
年
六
月
四
日
に
当
館
が
開
催

し
た
第
一
一
回
中
国
四
国
地
区
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
ウ
ィ
ー
ク
の

歴
史
探
究
講
座
「
防
長
の
医
療
と
医
術
」
に
お
い
て
報
告
し

た
事
例
紹
介
を
基
と
し
て
い
る
。 

 

一

罹
病 

 

（
一
）
風
気 

「
福
間
自
記
」
に
お
い
て
元
賢
が
最
も
罹
患
し
た
の
は
「
風

気
」
で
あ
る
。「
風
気
」
に
罹
る
と
、
数
日
で
治
る
場
合
も
あ

れ
ば
、
数
十
日
に
わ
た
っ
て
体
調
不
良
が
続
く
場
合
も
あ
っ

た
。
症
例
の
一
つ
と
し
て
、
天
和
二
年
八
月
二
十
五
日
条
の

「
少
々
御
風
気
、
御
痰
心
ニ
も
御
座
候
、
御
声
か
す
ミ
申
候
」

を
挙
げ
て
お
く
。 

「
風
気
」
と
は
、「
風
邪
。
か
ぜ
ひ
き
。
」
と
あ
る
が
、「
福

間
自
記
」
中
の
元
賢
の
場
合
は
、
今
日
で
も
多
用
さ
れ
る
「
風

邪
気
味
」
の
よ
う
な
体
調
不
良
を
も
含
ん
で
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
こ
で
挙
げ
た
例
で
は
、
わ
ず
か
な
「
風

気
」
に
加
え
、「
痰
心
」
も
あ
り
、
さ
ら
に
声
も
か
す
れ
る
と

あ
る
。
い
わ
ゆ
る
風
邪
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

元
賢
は
、
大
き
な
行
事
、
例
え
ば
、
親
交
の
あ
る
大
名
や

旗
本
な
ど
に
よ
る
、
徳
山
藩
邸
や
本
藩
萩
藩
邸
訪
問
の
後
、

「
風
気
」
を
発
し
て
体
調
を
崩
す
こ
と
が
間
々
あ
っ
た
。
応

（
６
）

接
に
緊
張
を
強
い
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。「
風
気
」
は
元

賢
を
生
涯
苦
し
め
た
病
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

（
二
）
腹
の
不
調 

腹
の
不
調
の
例
と
し
て
さ
し
あ
た
り
二
点
を
挙
げ
て
お
く
。

天
和
二
年
六
月
朔
日
条
の
「
今
朝
も
御
膳
御
快
被
召
上
候
、

常
ニ
百
弐
拾
目
被
召
上
候
、
弐
拾
目
引
之
、
百
目
上
ケ
申
候
、

御
腹
痛
も
無
之
、
瀉
之
御
心
持
も
無
之
候
」
。
ま
た
天
和
三
年

（
一
六
八
三
）
八
月
十
五
日
条
の
「
常
之
時
分
御
起
被
成
、

少
々
御
風
気
之
様
ニ
有
之
ニ
付
、
玄
茂
・
玄
春
御
脈
御
窺
御

薬
被
召
上
候
、
少
々
御
腹
相
も
悪
敷
、
昨
日
之
御
食
滞
ニ
而

有
之
哉
、
軽
キ
御
事
ニ
候
」
。 

前
者
で
は
、
五
月
二
十
六
日
・
二
十
七
日
頃
か
ら
元
賢
は

体
調
を
崩
し
て
お
り
、
腹
の
調
子
も
よ
く
な
か
っ
た
が
（
五

月
二
十
九
日
条
「
少
御
腹
中
も
不
御
快
候
」
）
、
六
月
に
入
り

漸
く
症
状
も
治
ま
り
つ
つ
あ
っ
た
。
食
事
も
、
普
段
よ
り
も

二
〇
目
を
減
じ
た
「
百
目
」
を
食
し
て
い
る
。
腹
痛
も
な
く
、

「
瀉
」
（
下
痢
）
も
な
い
と
言
う
。 

後
者
は
、「
風
気
」
を
遠
因
と
す
る
腹
の
不
調
と
見
る
こ
と

が
で
き
よ
う
。
そ
の
直
接
の
原
因
は
前
日
の
食
事
に
求
め
ら

れ
て
お
り
、
風
邪
を
ひ
い
た
時
に
過
食
し
た
か
、
消
化
に
よ

く
な
い
も
の
を
食
し
消
化
不
良
を
引
き
起
こ
し
た
も
の
と
推

測
さ
れ
る
。「
軽
キ
御
事
ニ
候
」
と
あ
る
の
で
、
大
事
に
は
至

ら
な
か
っ
た
よ
う
だ
。 

元
賢
の
場
合
、「
風
気
」
程
で
は
な
い
が
、
こ
の
よ
う
な
腹

の
不
調
に
関
す
る
記
事
が
散
見
さ
れ
る
。
腹
の
不
調
も
ま
た
、

元
賢
を
悩
ま
せ
た
病
で
あ
っ
た
。 

（
三
）
腫
物 

天
和
二
年
二
月
九
日
条
に
「
御
右
御
耳
之
下
御
は
れ
物
色

と
り
申
候
様
ニ
今
朝
も
奉
見
候
、
殿
様
ニ
ハ
へ
り
申
様
ニ
思

召
候
と
御
申
候
、
脇
よ
り
窺
御
機
嫌
申
候
ニ
ハ
少
高
く
成
申

様
ニ
御
座
候
、
御
内
証
ニ
御
く
る
し
ミ
も
無
之
、
御
脈
も
能

候
由
玄
茂
・
道
伯
・
玄
春
・
仲
策
申
候
、
御
膳
等
常
之
通
被

召
上
候
、
御
様
体
常
之
通
ニ
而
候
」
と
あ
る
。 

二
月
七
日
に
腫
物
が
右
耳
の
下
に
で
き
た
こ
と
が
確
認
さ

れ
、
治
療
が
施
さ
れ
て
い
る
。
二
月
九
日
に
は
前
述
の
通
り

「
色
と
り
」
と
あ
っ
て
、
色
が
薄
ら
い
だ
よ
う
な
印
象
で
あ

る
。
特
に
苦
痛
を
訴
え
る
こ
と
も
な
く
、
食
事
の
摂
取
も
普

段
通
り
で
、
脈
も
正
常
で
あ
る
と
の
藩
医
達
の
診
断
で
あ
っ

た
。
と
こ
ろ
が
二
月
十
三
日
、「
様
体
」
が
変
わ
ら
ず
痛
み
も

な
い
こ
と
に
不
安
を
覚
え
た
隆
廉
は
、
幕
府
の
外
科
医
に
診

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

五
九



察
を
求
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
と
藩
医
の
平
賀
玄
茂
に
相
談
、

平
賀
も
そ
れ
に
同
意
し
た
の
で
、
今
度
は
家
老
の
福
間
隆
信

と
粟
屋
隆
房
に
も
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府

外
科
医
の
川
島
周
庵
に
診
察
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
断
ら
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
翌
十
四
日
に
、
同
じ
幕
府
外
科
医
の
杉
本

忠
恵
に
診
察
を
依
頼
し
た
。
杉
本
は
こ
れ
を
快
諾
し
て
直
ち

に
徳
山
藩
江
戸
藩
邸
を
訪
れ
、
元
賢
を
診
察
、
新
た
な
膏
薬

を
処
方
し
、
日
々
の
治
療
に
つ
い
て
は
徳
山
藩
医
の
三
吉
道

伯
に
指
示
を
与
え
た
。
杉
本
の
膏
薬
は
効
果
覿
面
だ
っ
た
よ

う
で
、
十
六
日
に
は
少
し
痛
み
が
出
、
十
七
日
か
ら
十
八
日

に
は
膿
み
が
出
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
藩
医
に
よ
る
経
過
観
察
や
治
療
、
杉
本
に
よ

る
診
察
（
彼
は
二
月
十
六
日
・
十
七
日
・
十
八
日
・
二
十
一

日
・
二
十
六
日
に
来
邸
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
腫
物
は
二
月
二

十
八
日
に
は
完
治
し
た
よ
う
だ
（
薬
は
二
十
九
日
ま
で
服
用
）
。 

な
お
事
例
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
自
分
の
腫
物
に
つ
い
て
の

元
賢
の
発
言
や
、
隆
廉
が
そ
の
患
部
を
観
察
し
た
所
見
な
ど

が
「
福
間
自
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
隆
廉
が
、

元
賢
の
非
常
に
近
い
場
所
に
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
、「
福

間
自
記
」
の
資
料
的
価
値
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

（
四
）
歯
痛 

天
和
二
年
八
月
六
日
条
に
「
御
口
中
御
歯
く
き
之
上
ニ
御

歯
出
可
申
哉
、
御
痛
候
ニ
付
而
、
田
宮
冷
庵
召
候
而
、
於
小

書
院
御
見
せ
被
成
候
、
御
歯
ニ
可
成
候
、
一
両
月
有
之
候
而

御
歯
と
相
見
へ
候
、
御
治
療
可
有
之
と
申
候
而
、
御
薬
も
付

不
申
候
」
と
あ
る
。 

歯
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
歯

痛
と
い
う
よ
り
も
歯
茎
痛
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

医
師
の
田
宮
冷
庵
が
診
察
し
た
結
果
、
原
因
は
歯
が
生
え

て
き
た
こ
と
に
よ
る
痛
み
で
は
な
い
か
と
診
断
さ
れ
た
。
時

に
元
賢
十
三
歳
。
い
わ
ゆ
る
「
親
知
ら
ず
」
が
生
え
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
薬
の
処
方
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の

田
宮
に
よ
る
診
察
は
、
九
月
十
三
日
、
十
一
月
二
十
九
日
の

二
度
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
五
）
眼
病 

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
九
日
条
に
「
少
々
御
目
御

痛
ニ
付
、
玄
東
洗
薬
指
上
之
」
と
あ
る
。 

ご
く
稀
に
元
賢
は
目
を
患
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
事
例
で
挙

げ
た
貞
享
三
年
の
場
合
、
目
に
痛
み
が
生
じ
た
た
め
、
医
師

に
よ
る
「
洗
薬
」
が
処
方
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
翌
日

の
記
事
に
は
「
御
眼
病
ニ
付
而
、
三
略
講
習
御
延
引
」
と
あ

っ
て
、
学
問
は
中
止
さ
れ
て
い
る
。
目
を
極
力
使
わ
な
い
た

め
で
あ
ろ
う
。 （

六
）
そ
の
他 

天
和
三
年
九
月
二
十
二
日
条
に
「
殿
様
御
顔
・
御
身
な
と

ニ
少
ふ
出
も
の
、
草
か
ふ
れ
・
う
る
し
ま
け
な
と
の
様
ニ
出

申
候
」
と
あ
る
。
顔
や
体
に
「
草
か
ふ
れ
」
や
「
う
る
し
ま

け
」
状
の
「
ふ
き
で
も
の
」
が
出
た
と
い
う
。
処
方
と
し
て

は
、
「
洗
薬
」
と
内
服
薬
が
出
て
い
る
。 

 

二

治
療
と
健
康
の
維
持 

 

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
様
々
な
病
に
罹
っ
た
元
賢
で
あ
っ

た
が
、
多
く
の
医
師
に
よ
る
治
療
の
結
果
、
健
康
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
節
で
は
、
近
世
前
期
の
大
名
が
病

に
罹
っ
た
場
合
ど
の
よ
う
な
治
療
が
施
さ
れ
た
の
か
、
ま
た

日
常
ど
の
よ
う
に
し
て
健
康
を
保
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。 

（
一
）
鍼
と
灸 

鍼
治
に
関
す
る
記
事
は
極
め
て
多
い
。
一
例
に
天
和
三
年

七
月
二
十
二
日
条
の
「
杉
山
検
校
参
、
御
様
体
窺
、
御
針
仕

候
」
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
灸
治
の
記
事
は
、
天
和
三
年
四

月
二
十
五
日
条
の
「
今
日
無
風
晴
天
ニ
付
、
御
灸
治
被
遊
可

然
之
旨
我
等
申
上
ル
、
四
時
分
よ
り
被
遊
候
、
い
つ
も
之
こ

と
く
平
野
・
お
と
は
罷
出
、
兼
而
山
添
宗
積
指
図
、
け
い
も

ん
一
ヶ
所
二
十
五
壮
宛
、
天
樞
同
断
、
今
朝
玄
茂
・
玄
春
御

脈
相
伺
、
玄
茂
点
仕
候
」
を
例
に
挙
げ
る
。 

鍼
治
も
灸
治
も
「
福
間
自
記
」
を
通
じ
て
よ
く
登
場
す
る

施
術
で
あ
る
が
、
病
後
の
健
康
回
復
の
み
な
ら
ず
、
健
康
維

持
の
た
め
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。 

灸
治
は
、
事
例
に
も
あ
る
よ
う
に
「
無
風
晴
天
」
の
日
が

選
ば
れ
た
。
加
え
て
真
夏
は
避
け
る
な
ど
、
施
術
す
る
か
否

か
の
判
断
は
天
候
・
気
候
に
左
右
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
二
）
養
生
薬 

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
十
二
月
二
十
二
日
条
の
「
今
朝

少
御
風
邪
有
之
様
玄
東
御
脈
奉
伺
候
ニ
付
、
此
中
寒
中
御
養

生
薬
ニ
其
加
減
仕
候
様
ニ
と
玄
東
よ
り
山
添
宗
積
方
へ
申
遣

之
」
を
例
に
と
る
。 

そ
も
そ
も
「
福
間
自
記
」
で
言
う
「
養
生
薬
」
と
は
、
一

体
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
成
分
や
含
有
物
の
詳
細
は
不
明

（｢

き｣

欠
ヵ
）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

六
〇



察
を
求
め
た
方
が
よ
い
の
で
は
と
藩
医
の
平
賀
玄
茂
に
相
談
、

平
賀
も
そ
れ
に
同
意
し
た
の
で
、
今
度
は
家
老
の
福
間
隆
信

と
粟
屋
隆
房
に
も
そ
の
こ
と
を
伝
え
た
。
そ
の
結
果
、
幕
府

外
科
医
の
川
島
周
庵
に
診
察
を
依
頼
し
た
と
こ
ろ
断
ら
れ
て

し
ま
っ
た
た
め
、
翌
十
四
日
に
、
同
じ
幕
府
外
科
医
の
杉
本

忠
恵
に
診
察
を
依
頼
し
た
。
杉
本
は
こ
れ
を
快
諾
し
て
直
ち

に
徳
山
藩
江
戸
藩
邸
を
訪
れ
、
元
賢
を
診
察
、
新
た
な
膏
薬

を
処
方
し
、
日
々
の
治
療
に
つ
い
て
は
徳
山
藩
医
の
三
吉
道

伯
に
指
示
を
与
え
た
。
杉
本
の
膏
薬
は
効
果
覿
面
だ
っ
た
よ

う
で
、
十
六
日
に
は
少
し
痛
み
が
出
、
十
七
日
か
ら
十
八
日

に
は
膿
み
が
出
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
な
藩
医
に
よ
る
経
過
観
察
や
治
療
、
杉
本
に
よ

る
診
察
（
彼
は
二
月
十
六
日
・
十
七
日
・
十
八
日
・
二
十
一

日
・
二
十
六
日
に
来
邸
）
に
よ
っ
て
、
こ
の
腫
物
は
二
月
二

十
八
日
に
は
完
治
し
た
よ
う
だ
（
薬
は
二
十
九
日
ま
で
服
用
）
。 

な
お
事
例
で
挙
げ
た
よ
う
に
、
自
分
の
腫
物
に
つ
い
て
の

元
賢
の
発
言
や
、
隆
廉
が
そ
の
患
部
を
観
察
し
た
所
見
な
ど

が
「
福
間
自
記
」
に
は
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
隆
廉
が
、

元
賢
の
非
常
に
近
い
場
所
に
い
た
こ
と
の
証
左
と
言
え
、「
福

間
自
記
」
の
資
料
的
価
値
の
高
さ
を
物
語
っ
て
い
る
。 

（
四
）
歯
痛 

天
和
二
年
八
月
六
日
条
に
「
御
口
中
御
歯
く
き
之
上
ニ
御

歯
出
可
申
哉
、
御
痛
候
ニ
付
而
、
田
宮
冷
庵
召
候
而
、
於
小

書
院
御
見
せ
被
成
候
、
御
歯
ニ
可
成
候
、
一
両
月
有
之
候
而

御
歯
と
相
見
へ
候
、
御
治
療
可
有
之
と
申
候
而
、
御
薬
も
付

不
申
候
」
と
あ
る
。 

歯
に
関
す
る
記
事
で
あ
る
。
も
っ
と
も
、
こ
の
場
合
は
歯

痛
と
い
う
よ
り
も
歯
茎
痛
と
言
う
べ
き
か
も
し
れ
な
い
。 

医
師
の
田
宮
冷
庵
が
診
察
し
た
結
果
、
原
因
は
歯
が
生
え

て
き
た
こ
と
に
よ
る
痛
み
で
は
な
い
か
と
診
断
さ
れ
た
。
時

に
元
賢
十
三
歳
。
い
わ
ゆ
る
「
親
知
ら
ず
」
が
生
え
て
き
た

の
で
あ
ろ
う
か
。
勿
論
薬
の
処
方
は
な
か
っ
た
。
そ
の
後
の

田
宮
に
よ
る
診
察
は
、
九
月
十
三
日
、
十
一
月
二
十
九
日
の

二
度
記
録
さ
れ
て
い
る
。 

（
五
）
眼
病 

貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
三
月
九
日
条
に
「
少
々
御
目
御

痛
ニ
付
、
玄
東
洗
薬
指
上
之
」
と
あ
る
。 

ご
く
稀
に
元
賢
は
目
を
患
う
こ
と
が
あ
っ
た
。
事
例
で
挙

げ
た
貞
享
三
年
の
場
合
、
目
に
痛
み
が
生
じ
た
た
め
、
医
師

に
よ
る
「
洗
薬
」
が
処
方
さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
翌
日

の
記
事
に
は
「
御
眼
病
ニ
付
而
、
三
略
講
習
御
延
引
」
と
あ

っ
て
、
学
問
は
中
止
さ
れ
て
い
る
。
目
を
極
力
使
わ
な
い
た

め
で
あ
ろ
う
。 （

六
）
そ
の
他 

天
和
三
年
九
月
二
十
二
日
条
に
「
殿
様
御
顔
・
御
身
な
と

ニ
少
ふ
出
も
の
、
草
か
ふ
れ
・
う
る
し
ま
け
な
と
の
様
ニ
出

申
候
」
と
あ
る
。
顔
や
体
に
「
草
か
ふ
れ
」
や
「
う
る
し
ま

け
」
状
の
「
ふ
き
で
も
の
」
が
出
た
と
い
う
。
処
方
と
し
て

は
、
「
洗
薬
」
と
内
服
薬
が
出
て
い
る
。 

 

二

治
療
と
健
康
の
維
持 

 

前
節
で
見
た
よ
う
に
、
様
々
な
病
に
罹
っ
た
元
賢
で
あ
っ

た
が
、
多
く
の
医
師
に
よ
る
治
療
の
結
果
、
健
康
を
取
り
戻

す
こ
と
が
で
き
た
。
こ
の
節
で
は
、
近
世
前
期
の
大
名
が
病

に
罹
っ
た
場
合
ど
の
よ
う
な
治
療
が
施
さ
れ
た
の
か
、
ま
た

日
常
ど
の
よ
う
に
し
て
健
康
を
保
っ
て
い
た
の
か
を
見
て
い

く
こ
と
に
し
た
い
。 

（
一
）
鍼
と
灸 

鍼
治
に
関
す
る
記
事
は
極
め
て
多
い
。
一
例
に
天
和
三
年

七
月
二
十
二
日
条
の
「
杉
山
検
校
参
、
御
様
体
窺
、
御
針
仕

候
」
を
挙
げ
て
お
く
。
ま
た
灸
治
の
記
事
は
、
天
和
三
年
四

月
二
十
五
日
条
の
「
今
日
無
風
晴
天
ニ
付
、
御
灸
治
被
遊
可

然
之
旨
我
等
申
上
ル
、
四
時
分
よ
り
被
遊
候
、
い
つ
も
之
こ

と
く
平
野
・
お
と
は
罷
出
、
兼
而
山
添
宗
積
指
図
、
け
い
も

ん
一
ヶ
所
二
十
五
壮
宛
、
天
樞
同
断
、
今
朝
玄
茂
・
玄
春
御

脈
相
伺
、
玄
茂
点
仕
候
」
を
例
に
挙
げ
る
。 

鍼
治
も
灸
治
も
「
福
間
自
記
」
を
通
じ
て
よ
く
登
場
す
る

施
術
で
あ
る
が
、
病
後
の
健
康
回
復
の
み
な
ら
ず
、
健
康
維

持
の
た
め
に
も
行
わ
れ
て
い
る
。 

灸
治
は
、
事
例
に
も
あ
る
よ
う
に
「
無
風
晴
天
」
の
日
が

選
ば
れ
た
。
加
え
て
真
夏
は
避
け
る
な
ど
、
施
術
す
る
か
否

か
の
判
断
は
天
候
・
気
候
に
左
右
さ
れ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

（
二
）
養
生
薬 

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
十
二
月
二
十
二
日
条
の
「
今
朝

少
御
風
邪
有
之
様
玄
東
御
脈
奉
伺
候
ニ
付
、
此
中
寒
中
御
養

生
薬
ニ
其
加
減
仕
候
様
ニ
と
玄
東
よ
り
山
添
宗
積
方
へ
申
遣

之
」
を
例
に
と
る
。 

そ
も
そ
も
「
福
間
自
記
」
で
言
う
「
養
生
薬
」
と
は
、
一

体
如
何
な
る
も
の
な
の
か
。
成
分
や
含
有
物
の
詳
細
は
不
明

（｢

き｣

欠
ヵ
）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

六
一



で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
と
投
薬
状
況
か
ら
推
測
す
る
に
、
病

気
に
罹
ら
な
い
た
め
に
予
め
飲
ん
で
お
く
予
防
薬
、
ま
た
は
、

病
後
に
「
念
の
た
め
に
」
、
も
し
く
は
病
後
の
体
力
回
復
を
期

待
し
て
飲
む
薬
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
事
例
か
ら
は
、

寒
中
や
暑
中
に
飲
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 

ま
た
貞
享
二
年
十
一
月
十
三
日
条
か
ら
、
わ
ず
か
に
養
生

薬
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
窺
え
る
。
こ
の
時
、
養
生
薬

を
飲
ん
で
い
た
元
賢
に
、
眠
気
や
、
頻
繁
な
た
め
息
、
ま
た

わ
ず
か
な
「
御
泥
ミ
」
も
出
た
と
い
う
。
日
頃
と
は
異
な
る

元
賢
の
様
子
か
ら
、
副
作
用
が
想
像
で
き
る
。 

隆
廉
が
養
生
薬
を
調
剤
し
た
宮
脇
仲
策
か
ら
そ
の
含
有
物

を
聞
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
普
段
は
用
い
な
い
「
人
参
」
と
「
附

子
」
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
「
風
気
」
治
癒
後
、

間
も
な
く
「
寒
気
」
に
向
か
う
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
が
加
え
ら

れ
た
由
で
あ
る
（
「
去
頃
御
風
気
後
寒
気
ニ
差
向
候
間
、
御
養

生
之
御
薬
可
然
と
仲
策
申
候
而
、
人
参
・
附
子
を
加
差
上
候
」
）
。

こ
れ
を
知
っ
た
隆
廉
は
、「
人
参
」
は
最
近
の
服
用
例
が
あ
る

も
の
の
「
附
子
」
は
摂
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
当
該
「
養
生

薬
」
の
服
用
を
控
え
さ
せ
た
。 

こ
こ
か
ら
、
養
生
薬
に
は
状
況
に
応
じ
て
追
加
さ
れ
る
薬

剤
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
三
）
人
参 

人
参
（
朝
鮮
人
参
で
あ
ろ
う
）
は
よ
く
出
て
く
る
薬
剤
で

あ
る
。
一
例
と
し
て
貞
享
二
年
六
月
四
日
条
「
御
気
色
御
快

被
成
御
座
候
得
共
、
御
病
後
御
脈
体
弱
候
間
、
人
参
入
之
候

御
薬
一
廻
り
被
召
上
可
然
之
由
仲
策
其
外
医
師
中
相
談
ニ
而
、

打
続
被
召
上
候
」
を
見
る
。 

人
参
は
滋
養
強
壮
の
効
能
が
期
待
で
き
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
事
例
に
も
、
病
後
、
体
調
は

回
復
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
脈
が
弱
い
の
で
、
人
参
入
り
の

薬
を
元
賢
に
勧
め
る
よ
う
医
師
団
に
よ
る
判
断
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
窺
え
る
。 

本
事
例
や
前
出
「
養
生
薬
」
の
事
例
は
、
病
後
の
回
復
や

罹
患
予
防
と
し
て
、
人
参
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
薬
剤
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

（
四
）
牛
肉
・
牛
肝 

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
「
御
在

所
よ
り
牛
肉
参
候
通
彦
兵
衛
被
申
上
、
我
等
入
御
耳
申
候
、

赤
牛
三
歳
飼
立
候
而
討
候
由
、
壱
疋
分
三
分
二
程
参
候
由
」

と
い
う
牛
肉
の
事
例
が
、
ま
た
同
年
十
二
月
十
三
日
条
に
は

（
７
）

「
宮
脇
仲
策
牛
肝
拝
領
仕
度
由
申
ニ
付
、
玄
春
を
以
彦
兵
衛

殿
へ
相
断
、
入
御
耳
、
五
十
目
被
遣
候
」
と
、「
牛
肝
」
が
医

師
に
与
え
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
。 

記
事
に
よ
れ
ば
、
徳
山
か
ら
三
歳
の
「
赤
牛
」
の
肉
、
一

匹
分
の
約
三
分
の
二
が
江
戸
へ
到
着
し
た
と
い
う
。
送
ら
れ

た
肉
は
家
臣
達
に
分
け
与
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
藩
医
が
そ
の

差
配
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
牛
肉
が
単
な
る
食
膳
の
一
品

と
言
う
よ
り
も
、
医
薬
品
的
な
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
。 

「
牛
肝
」
の
医
師
へ
の
下
賜
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
下

賜
を
願
っ
た
宮
脇
仲
策
も
、
そ
の
要
望
を
取
り
次
い
だ
平
賀

玄
春
も
藩
医
で
あ
り
、
宮
脇
は
、「
牛
肝
」
を
薬
と
し
て
用
い

よ
う
と
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

（
五
）
百
舌
鳥
の
黒
焼 

「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」
が
用
い
ら
れ
た
事
例
が
貞
享
二
年
正

月
二
十
七
日
条
に
、「
旧
冬
以
来
御
舌
内
為
御
養
生
被
召
上
候

百
舌
鳥
之
黒
焼
、
今
日
迄
上
る
、
此
以
後
御
止
被
成
候
」
と

あ
る
。
元
賢
が
昨
冬
以
来
、「
舌
内
」
の
治
療
の
た
め
に
「
百

舌
鳥
の
黒
焼
」
を
服
用
し
て
い
た
が
、
こ
の
日
を
も
っ
て
終

了
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

口
腔
内
の
病
気
と
思
わ
れ
る
「
舌
内
」
の
治
療
に
「
百
舌

鳥
の
黒
焼
」
が
約
一
ヶ
月
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

ど
の
よ
う
な
効
能
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
摂
取

方
法
は
、「
黒
焼
」
と
あ
っ
て
も
「
焼
き
鳥
」
の
よ
う
に
食
べ

る
の
で
は
な
く
、
細
か
く
砕
い
た
も
の
を
差
し
上
げ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
約
一
ヶ
月
前
の
貞
享
元
年
十
二
月
二

十
日
と
二
十
一
日
に
、
隆
廉
ら
家
臣
と
藩
医
と
が
「
試
食
」

し
、
前
記
の
方
法
で
差
し
上
げ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。 

「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」
を
差
し
上
げ
た
の
は
「
福
間
自
記
」

中
で
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
初
め
て
差
し
上
げ
る
も

の
に
対
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
元
賢
が
ス
ム
ー
ズ
に
摂
る
こ
と

が
で
き
る
か
慎
重
に
検
討
す
る
た
め
、
家
臣
達
に
よ
る
「
試

食
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

三

医
師
と
医
療
体
制 

 

（
一
）
徳
山
藩
医
の
役
割 

徳
山
毛
利
家
文
庫
に
「
譜
録
」
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
こ

れ
は
藩
の
指
示
に
よ
り
、
家
臣
が
自
家
の
歴
代
当
主
や
そ
の

経
歴
な
ど
を
書
き
上
げ
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す

（
８
）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

六
二



で
あ
る
が
、
そ
の
名
称
と
投
薬
状
況
か
ら
推
測
す
る
に
、
病

気
に
罹
ら
な
い
た
め
に
予
め
飲
ん
で
お
く
予
防
薬
、
ま
た
は
、

病
後
に
「
念
の
た
め
に
」
、
も
し
く
は
病
後
の
体
力
回
復
を
期

待
し
て
飲
む
薬
と
い
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
事
例
か
ら
は
、

寒
中
や
暑
中
に
飲
ん
で
い
た
こ
と
が
わ
か
っ
て
い
る
。 

ま
た
貞
享
二
年
十
一
月
十
三
日
条
か
ら
、
わ
ず
か
に
養
生

薬
中
に
含
ま
れ
て
い
た
も
の
が
窺
え
る
。
こ
の
時
、
養
生
薬

を
飲
ん
で
い
た
元
賢
に
、
眠
気
や
、
頻
繁
な
た
め
息
、
ま
た

わ
ず
か
な
「
御
泥
ミ
」
も
出
た
と
い
う
。
日
頃
と
は
異
な
る

元
賢
の
様
子
か
ら
、
副
作
用
が
想
像
で
き
る
。 

隆
廉
が
養
生
薬
を
調
剤
し
た
宮
脇
仲
策
か
ら
そ
の
含
有
物

を
聞
き
出
し
た
と
こ
ろ
、
普
段
は
用
い
な
い
「
人
参
」
と
「
附

子
」
を
加
え
て
い
た
こ
と
が
判
明
し
た
。
「
風
気
」
治
癒
後
、

間
も
な
く
「
寒
気
」
に
向
か
う
こ
と
か
ら
そ
れ
ら
が
加
え
ら

れ
た
由
で
あ
る
（
「
去
頃
御
風
気
後
寒
気
ニ
差
向
候
間
、
御
養

生
之
御
薬
可
然
と
仲
策
申
候
而
、
人
参
・
附
子
を
加
差
上
候
」
）
。

こ
れ
を
知
っ
た
隆
廉
は
、「
人
参
」
は
最
近
の
服
用
例
が
あ
る

も
の
の
「
附
子
」
は
摂
っ
て
い
な
い
と
し
て
、
当
該
「
養
生

薬
」
の
服
用
を
控
え
さ
せ
た
。 

こ
こ
か
ら
、
養
生
薬
に
は
状
況
に
応
じ
て
追
加
さ
れ
る
薬

剤
が
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。 

（
三
）
人
参 

人
参
（
朝
鮮
人
参
で
あ
ろ
う
）
は
よ
く
出
て
く
る
薬
剤
で

あ
る
。
一
例
と
し
て
貞
享
二
年
六
月
四
日
条
「
御
気
色
御
快

被
成
御
座
候
得
共
、
御
病
後
御
脈
体
弱
候
間
、
人
参
入
之
候

御
薬
一
廻
り
被
召
上
可
然
之
由
仲
策
其
外
医
師
中
相
談
ニ
而
、

打
続
被
召
上
候
」
を
見
る
。 

人
参
は
滋
養
強
壮
の
効
能
が
期
待
で
き
る
こ
と
は
よ
く
知

ら
れ
て
い
る
。
こ
こ
で
挙
げ
た
事
例
に
も
、
病
後
、
体
調
は

回
復
傾
向
に
あ
る
も
の
の
、
脈
が
弱
い
の
で
、
人
参
入
り
の

薬
を
元
賢
に
勧
め
る
よ
う
医
師
団
に
よ
る
判
断
が
な
さ
れ
た

こ
と
が
窺
え
る
。 

本
事
例
や
前
出
「
養
生
薬
」
の
事
例
は
、
病
後
の
回
復
や

罹
患
予
防
と
し
て
、
人
参
が
欠
く
こ
と
の
で
き
な
い
薬
剤
で

あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。 

（
四
）
牛
肉
・
牛
肝 

貞
享
元
年
（
一
六
八
四
）
十
一
月
二
十
八
日
条
に
「
御
在

所
よ
り
牛
肉
参
候
通
彦
兵
衛
被
申
上
、
我
等
入
御
耳
申
候
、

赤
牛
三
歳
飼
立
候
而
討
候
由
、
壱
疋
分
三
分
二
程
参
候
由
」

と
い
う
牛
肉
の
事
例
が
、
ま
た
同
年
十
二
月
十
三
日
条
に
は

（
７
）

「
宮
脇
仲
策
牛
肝
拝
領
仕
度
由
申
ニ
付
、
玄
春
を
以
彦
兵
衛

殿
へ
相
断
、
入
御
耳
、
五
十
目
被
遣
候
」
と
、「
牛
肝
」
が
医

師
に
与
え
ら
れ
た
事
例
が
あ
る
。 

記
事
に
よ
れ
ば
、
徳
山
か
ら
三
歳
の
「
赤
牛
」
の
肉
、
一

匹
分
の
約
三
分
の
二
が
江
戸
へ
到
着
し
た
と
い
う
。
送
ら
れ

た
肉
は
家
臣
達
に
分
け
与
え
ら
れ
た
の
だ
が
、
藩
医
が
そ
の

差
配
を
行
っ
て
い
る
。
こ
れ
は
牛
肉
が
単
な
る
食
膳
の
一
品

と
言
う
よ
り
も
、
医
薬
品
的
な
扱
い
で
あ
っ
た
こ
と
を
想
起

さ
せ
る
。 

「
牛
肝
」
の
医
師
へ
の
下
賜
も
同
様
と
考
え
ら
れ
る
。
下

賜
を
願
っ
た
宮
脇
仲
策
も
、
そ
の
要
望
を
取
り
次
い
だ
平
賀

玄
春
も
藩
医
で
あ
り
、
宮
脇
は
、「
牛
肝
」
を
薬
と
し
て
用
い

よ
う
と
し
て
い
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

（
五
）
百
舌
鳥
の
黒
焼 

「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」
が
用
い
ら
れ
た
事
例
が
貞
享
二
年
正

月
二
十
七
日
条
に
、「
旧
冬
以
来
御
舌
内
為
御
養
生
被
召
上
候

百
舌
鳥
之
黒
焼
、
今
日
迄
上
る
、
此
以
後
御
止
被
成
候
」
と

あ
る
。
元
賢
が
昨
冬
以
来
、「
舌
内
」
の
治
療
の
た
め
に
「
百

舌
鳥
の
黒
焼
」
を
服
用
し
て
い
た
が
、
こ
の
日
を
も
っ
て
終

了
し
た
こ
と
を
記
し
た
も
の
で
あ
る
。 

口
腔
内
の
病
気
と
思
わ
れ
る
「
舌
内
」
の
治
療
に
「
百
舌

鳥
の
黒
焼
」
が
約
一
ヶ
月
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
こ
れ
に

ど
の
よ
う
な
効
能
が
あ
る
か
は
分
か
ら
な
い
が
、
そ
の
摂
取

方
法
は
、「
黒
焼
」
と
あ
っ
て
も
「
焼
き
鳥
」
の
よ
う
に
食
べ

る
の
で
は
な
く
、
細
か
く
砕
い
た
も
の
を
差
し
上
げ
た
よ
う

で
あ
る
。
こ
の
方
法
は
約
一
ヶ
月
前
の
貞
享
元
年
十
二
月
二

十
日
と
二
十
一
日
に
、
隆
廉
ら
家
臣
と
藩
医
と
が
「
試
食
」

し
、
前
記
の
方
法
で
差
し
上
げ
る
こ
と
に
決
ま
っ
た
。 

「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」
を
差
し
上
げ
た
の
は
「
福
間
自
記
」

中
で
は
こ
れ
の
み
で
あ
る
。
恐
ら
く
初
め
て
差
し
上
げ
る
も

の
に
対
し
て
、
ど
う
す
れ
ば
元
賢
が
ス
ム
ー
ズ
に
摂
る
こ
と

が
で
き
る
か
慎
重
に
検
討
す
る
た
め
、
家
臣
達
に
よ
る
「
試

食
」
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。 

 

三

医
師
と
医
療
体
制 

 

（
一
）
徳
山
藩
医
の
役
割 

徳
山
毛
利
家
文
庫
に
「
譜
録
」
と
い
う
資
料
が
あ
る
。
こ

れ
は
藩
の
指
示
に
よ
り
、
家
臣
が
自
家
の
歴
代
当
主
や
そ
の

経
歴
な
ど
を
書
き
上
げ
て
提
出
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
存
す

（
８
）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

六
三



る
四
二
七
家
の
「
譜
録
」
を
概
観
す
る
と
、
医
師
を
輩
出
し

た
家
は
二
八
家
あ
り
、
仕
官
後
変
ら
ず
に
医
師
を
「
家
業
」

と
し
た
家
は
一
三
家
あ
っ
た
。
勿
論
同
一
時
期
に
二
八
人
の

医
師
を
藩
が
召
し
抱
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
臣
総

数
に
占
め
る
医
師
の
割
合
は
、
著
し
く
少
な
い
数
で
は
な
か

っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

「
福
間
自
記
」
に
登
場
す
る
徳
山
藩
医
は
、
江
戸
詰
め
の

者
が
登
場
す
る
頻
度
が
高
い
が
、
江
戸
だ
け
で
も
二
・
三
名

の
藩
医
が
確
認
で
き
る
（
在
国
者
を
含
め
れ
ば
さ
ら
に
増
え

る
）
。
元
賢
の
病
や
そ
の
治
療
と
健
康
維
持
を
見
て
き
た
中
で

も
藩
医
の
名
が
た
び
た
び
出
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
福
間
自

記
」
に
見
え
る
徳
山
藩
医
の
役
割
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

ま
ず
藩
医
の
主
た
る
任
務
は
、
藩
主
に
近
侍
し
、
藩
主
の

健
康
管
理
を
掌
る
と
共
に
、
罹
患
し
た
場
合
に
は
、
健
康
の

回
復
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。 

貞
享
三
年
五
月
末
か
ら
七
月
初
頭
の
浮
腫
の
事
例
を
見
る

と
、
五
月
二
十
九
日
、
少
々
気
分
が
優
れ
ず
、
少
し
浮
腫
も

出
た
こ
と
か
ら
、
萩
藩
医
の
山
添
宗
積
と
幕
府
医
師
の
奥
山

立
庵
の
往
診
を
仰
い
だ
。「
福
間
自
記
」
が
欠
損
し
て
い
る
た

め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
彼
ら
の
応
召
に
は
、
藩
医
達
の

診
察
が
基
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
ほ
ぼ
毎
日
、

藩
医
の
平
賀
玄
春
と
常
岡
玄
東
が
二
人
な
い
し
は
ど
ち
ら
か

一
人
が
脈
診
を
行
っ
て
い
る
。
日
々
藩
主
の
容
体
を
診
る
藩

医
が
そ
の
経
過
を
観
察
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、

こ
こ
で
は
二
名
の
藩
医
が
見
え
る
が
、
そ
れ
を
上
回
る
数
の

藩
医
が
同
時
に
治
療
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ

れ
は
緊
急
事
態
で
あ
っ
て
、
天
和
三
年
九
月
二
十
六
日
条
に

「
今
朝
よ
り
水
津
山
清
御
居
間
へ
罷
出
相
勤
候
、
不
案
内
ニ

付
、
一
両
日
ハ
平
賀
玄
春
両
人
共
ニ
可
相
詰
之
旨
被
仰
付
玄

春
罷
出
候
、
平
賀
道
円
事
、
山
清
詰
候
ニ
付
、
休
息
可
仕
之

旨
被
仰
渡
」
と
、
通
常
は
複
数
の
藩
医
が
交
代
で
一
人
、
藩

主
の
側
（
具
体
的
に
は
「
御
居
間
」
）
に
詰
め
る
形
で
あ
っ
た
。

な
お
、
通
常
時
に
お
け
る
脈
診
は
「
朝
夕
御
寝
床
」
で
行
わ

れ
て
い
た
が
、
貞
享
四
年
正
月
十
一
日
か
ら
は
、
就
寝
前
の

脈
診
は
取
り
や
め
、「
朝
御
床
被
出
候
時
分
」
に
の
み
行
う
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

灸
治
に
お
い
て
は
、
先
に
事
例
を
紹
介
し
た
天
和
三
年
四

月
二
十
五
日
条
の
よ
う
に
、
藩
医
の
平
賀
玄
茂
と
平
賀
玄
春

が
脈
診
を
行
っ
た
上
で
、
玄
茂
が
火
を
点
じ
て
灸
治
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
藩
医
の
脈
診
を
経
て
、
そ
の
判

（

）

（

）

（
９
）

断
と
監
督
の
下
、
灸
治
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
流
れ
は
他
の
時

で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
灸
治
の
典
型
的
な
形

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

藩
医
は
そ
の
任
務
上
、
当
然
藩
主
の
移
動
に
も
同
行
す
る
。

貞
享
元
年
三
月
二
十
四
日
、
渋
谷
の
下
屋
敷
へ
元
賢
は
出
掛

け
た
が
、
そ
の
際
に
は
医
師
水
津
山
清
が
随
行
し
た
。
貞
享

五
年
（
一
六
八
八
）
五
月
二
十
三
日
に
も
渋
谷
屋
敷
に
出
向

い
て
い
る
が
、「
御
先
」
に
鍼
医
望
月
祐
仙
と
医
師
松
田
道
育

が
派
遣
さ
れ
、「
御
跡
」
よ
り
医
師
平
賀
道
円
が
従
っ
た
。
そ

れ
は
帰
国
中
も
同
様
で
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
十
月
九

日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
元
賢
は
領
内
巡
見
を
行
っ
た
が
、

九
月
二
十
日
に
そ
の
随
行
員
の
発
表
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
前

出
の
平
賀
と
望
月
の
名
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
名
の
出
て
き
た

人
々
は
い
ず
れ
も
徳
山
藩
医
で
あ
り
、
ま
さ
に
藩
主
あ
る
と

こ
ろ
藩
医
あ
り
、
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
医
師
は
優
れ
た
製
薬
技
師
で
も
あ
っ

た
。
元
賢
の
診
察
・
治
療
に
あ
た
っ
て
い
た
萩
藩
医
山
添
宗

積
や
幕
府
医
師
奧
山
立
庵
が
治
療
薬
を
徳
山
藩
邸
に
送
っ
て

い
た
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

徳
山
藩
医
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
彼
等
も
製
薬
を
担
っ
て

い
た
。
貞
享
二
年
十
二
月
二
日
条
に
、「
常
岡
玄
東
、

殿
様

軽
キ
御
風
気
等
之
時
分
ハ
御
薬
指
上
可
申
候
、
自
然
少
ニ
而

も
御
滞
之
時
分
ハ
山
添
宗
積
方
へ
被
仰
遣
儀
候
、
諸
事
宮
脇

仲
策
御
薬
指
上
候
節
之
通
ニ
可
相
勤
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
宮
脇
仲
策
の
時
と
同
様
に
、
常
岡
玄
東
は
、
元
賢

が
軽
い
風
気
な
ど
の
場
合
に
は
薬
を
差
し
上
げ
る
こ
と
と
し
、

「
御
滞
之
時
分
」
に
は
山
添
宗
積
へ
連
絡
す
る
こ
と
を
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
例
が
下
命
直
後
の
十
二
月
五
日
に

あ
っ
た
。
こ
の
日
、
元
賢
に
「
少
々
御
風
気
」
が
出
た
た
め
、

常
岡
玄
東
の
薬
を
服
用
し
た
。
そ
の
後
も
薬
の
服
用
を
続
け

る
が
、
十
日
に
な
っ
て
も
症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
な
い
た
め

で
あ
ろ
う
、
こ
の
日
の
内
に
山
添
宗
積
が
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
、

十
一
日
か
ら
は
宗
積
の
薬
を
服
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
指
示
通
り
で
あ
る
。 

な
お
貞
享
二
年
正
月
二
日
条
に
、「
昨
暮
よ
り
少
々
御
風
気

之
由
御
意
、
玄
春
・
仲
策
御
脈
御
窺
、
少
々
御
ひ
へ
被
成
、

且
又
御
食
滞
も
有
之
由
申
ニ
付
、
仲
策
御
薬
指
上
之
、
今
朝

よ
り
被
召
上
」
と
あ
る
。
軽
い
風
気
な
の
で
宮
脇
仲
策
が
薬

を
調
合
し
て
差
し
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
に

薬
剤
は
藩
庫
か
ら
出
さ
れ
、
そ
の
記
録
は
「
御
薬
配
剤
日
記
」

（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

六
四



る
四
二
七
家
の
「
譜
録
」
を
概
観
す
る
と
、
医
師
を
輩
出
し

た
家
は
二
八
家
あ
り
、
仕
官
後
変
ら
ず
に
医
師
を
「
家
業
」

と
し
た
家
は
一
三
家
あ
っ
た
。
勿
論
同
一
時
期
に
二
八
人
の

医
師
を
藩
が
召
し
抱
え
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
が
、
家
臣
総

数
に
占
め
る
医
師
の
割
合
は
、
著
し
く
少
な
い
数
で
は
な
か

っ
た
と
見
て
よ
い
だ
ろ
う
。 

「
福
間
自
記
」
に
登
場
す
る
徳
山
藩
医
は
、
江
戸
詰
め
の

者
が
登
場
す
る
頻
度
が
高
い
が
、
江
戸
だ
け
で
も
二
・
三
名

の
藩
医
が
確
認
で
き
る
（
在
国
者
を
含
め
れ
ば
さ
ら
に
増
え

る
）
。
元
賢
の
病
や
そ
の
治
療
と
健
康
維
持
を
見
て
き
た
中
で

も
藩
医
の
名
が
た
び
た
び
出
て
き
た
。
こ
こ
で
は
「
福
間
自

記
」
に
見
え
る
徳
山
藩
医
の
役
割
を
ま
と
め
て
お
き
た
い
。 

ま
ず
藩
医
の
主
た
る
任
務
は
、
藩
主
に
近
侍
し
、
藩
主
の

健
康
管
理
を
掌
る
と
共
に
、
罹
患
し
た
場
合
に
は
、
健
康
の

回
復
を
は
か
る
こ
と
に
あ
る
。 

貞
享
三
年
五
月
末
か
ら
七
月
初
頭
の
浮
腫
の
事
例
を
見
る

と
、
五
月
二
十
九
日
、
少
々
気
分
が
優
れ
ず
、
少
し
浮
腫
も

出
た
こ
と
か
ら
、
萩
藩
医
の
山
添
宗
積
と
幕
府
医
師
の
奥
山

立
庵
の
往
診
を
仰
い
だ
。「
福
間
自
記
」
が
欠
損
し
て
い
る
た

め
推
測
の
域
を
出
な
い
が
、
彼
ら
の
応
召
に
は
、
藩
医
達
の

診
察
が
基
に
な
っ
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
そ
の
後
は
ほ
ぼ
毎
日
、

藩
医
の
平
賀
玄
春
と
常
岡
玄
東
が
二
人
な
い
し
は
ど
ち
ら
か

一
人
が
脈
診
を
行
っ
て
い
る
。
日
々
藩
主
の
容
体
を
診
る
藩

医
が
そ
の
経
過
を
観
察
し
た
と
言
っ
て
よ
い
。
も
っ
と
も
、

こ
こ
で
は
二
名
の
藩
医
が
見
え
る
が
、
そ
れ
を
上
回
る
数
の

藩
医
が
同
時
に
治
療
に
あ
た
る
こ
と
も
あ
っ
た
。
た
だ
し
そ

れ
は
緊
急
事
態
で
あ
っ
て
、
天
和
三
年
九
月
二
十
六
日
条
に

「
今
朝
よ
り
水
津
山
清
御
居
間
へ
罷
出
相
勤
候
、
不
案
内
ニ

付
、
一
両
日
ハ
平
賀
玄
春
両
人
共
ニ
可
相
詰
之
旨
被
仰
付
玄

春
罷
出
候
、
平
賀
道
円
事
、
山
清
詰
候
ニ
付
、
休
息
可
仕
之

旨
被
仰
渡
」
と
、
通
常
は
複
数
の
藩
医
が
交
代
で
一
人
、
藩

主
の
側
（
具
体
的
に
は
「
御
居
間
」
）
に
詰
め
る
形
で
あ
っ
た
。

な
お
、
通
常
時
に
お
け
る
脈
診
は
「
朝
夕
御
寝
床
」
で
行
わ

れ
て
い
た
が
、
貞
享
四
年
正
月
十
一
日
か
ら
は
、
就
寝
前
の

脈
診
は
取
り
や
め
、「
朝
御
床
被
出
候
時
分
」
に
の
み
行
う
よ

う
に
な
っ
た
と
い
う
。 

灸
治
に
お
い
て
は
、
先
に
事
例
を
紹
介
し
た
天
和
三
年
四

月
二
十
五
日
条
の
よ
う
に
、
藩
医
の
平
賀
玄
茂
と
平
賀
玄
春

が
脈
診
を
行
っ
た
上
で
、
玄
茂
が
火
を
点
じ
て
灸
治
が
実
施

さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
藩
医
の
脈
診
を
経
て
、
そ
の
判

（

）

（

）

（
９
）

断
と
監
督
の
下
、
灸
治
が
行
わ
れ
る
。
こ
の
流
れ
は
他
の
時

で
も
同
様
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
が
灸
治
の
典
型
的
な
形

で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。 

藩
医
は
そ
の
任
務
上
、
当
然
藩
主
の
移
動
に
も
同
行
す
る
。

貞
享
元
年
三
月
二
十
四
日
、
渋
谷
の
下
屋
敷
へ
元
賢
は
出
掛

け
た
が
、
そ
の
際
に
は
医
師
水
津
山
清
が
随
行
し
た
。
貞
享

五
年
（
一
六
八
八
）
五
月
二
十
三
日
に
も
渋
谷
屋
敷
に
出
向

い
て
い
る
が
、「
御
先
」
に
鍼
医
望
月
祐
仙
と
医
師
松
田
道
育

が
派
遣
さ
れ
、「
御
跡
」
よ
り
医
師
平
賀
道
円
が
従
っ
た
。
そ

れ
は
帰
国
中
も
同
様
で
、
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
十
月
九

日
か
ら
十
二
日
に
か
け
て
元
賢
は
領
内
巡
見
を
行
っ
た
が
、

九
月
二
十
日
に
そ
の
随
行
員
の
発
表
が
あ
り
、
そ
こ
に
は
前

出
の
平
賀
と
望
月
の
名
が
あ
っ
た
。
こ
こ
で
名
の
出
て
き
た

人
々
は
い
ず
れ
も
徳
山
藩
医
で
あ
り
、
ま
さ
に
藩
主
あ
る
と

こ
ろ
藩
医
あ
り
、
と
い
っ
た
感
が
あ
る
。 

と
こ
ろ
で
、
当
時
の
医
師
は
優
れ
た
製
薬
技
師
で
も
あ
っ

た
。
元
賢
の
診
察
・
治
療
に
あ
た
っ
て
い
た
萩
藩
医
山
添
宗

積
や
幕
府
医
師
奧
山
立
庵
が
治
療
薬
を
徳
山
藩
邸
に
送
っ
て

い
た
事
例
は
枚
挙
に
暇
が
な
い
。 

徳
山
藩
医
に
つ
い
て
も
同
様
で
、
彼
等
も
製
薬
を
担
っ
て

い
た
。
貞
享
二
年
十
二
月
二
日
条
に
、「
常
岡
玄
東
、

殿
様

軽
キ
御
風
気
等
之
時
分
ハ
御
薬
指
上
可
申
候
、
自
然
少
ニ
而

も
御
滞
之
時
分
ハ
山
添
宗
積
方
へ
被
仰
遣
儀
候
、
諸
事
宮
脇

仲
策
御
薬
指
上
候
節
之
通
ニ
可
相
勤
候
」
と
の
記
事
が
あ
る
。

こ
れ
は
、
宮
脇
仲
策
の
時
と
同
様
に
、
常
岡
玄
東
は
、
元
賢

が
軽
い
風
気
な
ど
の
場
合
に
は
薬
を
差
し
上
げ
る
こ
と
と
し
、

「
御
滞
之
時
分
」
に
は
山
添
宗
積
へ
連
絡
す
る
こ
と
を
命
じ

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
実
例
が
下
命
直
後
の
十
二
月
五
日
に

あ
っ
た
。
こ
の
日
、
元
賢
に
「
少
々
御
風
気
」
が
出
た
た
め
、

常
岡
玄
東
の
薬
を
服
用
し
た
。
そ
の
後
も
薬
の
服
用
を
続
け

る
が
、
十
日
に
な
っ
て
も
症
状
の
改
善
が
見
ら
れ
な
い
た
め

で
あ
ろ
う
、
こ
の
日
の
内
に
山
添
宗
積
が
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
、

十
一
日
か
ら
は
宗
積
の
薬
を
服
用
し
始
め
た
の
で
あ
る
。
ま

さ
に
指
示
通
り
で
あ
る
。 

な
お
貞
享
二
年
正
月
二
日
条
に
、「
昨
暮
よ
り
少
々
御
風
気

之
由
御
意
、
玄
春
・
仲
策
御
脈
御
窺
、
少
々
御
ひ
へ
被
成
、

且
又
御
食
滞
も
有
之
由
申
ニ
付
、
仲
策
御
薬
指
上
之
、
今
朝

よ
り
被
召
上
」
と
あ
る
。
軽
い
風
気
な
の
で
宮
脇
仲
策
が
薬

を
調
合
し
て
差
し
上
げ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
際
に

薬
剤
は
藩
庫
か
ら
出
さ
れ
、
そ
の
記
録
は
「
御
薬
配
剤
日
記
」

（

）

近
世
大
名
の
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健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
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か
ら
―
（
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に
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
薬
剤
管
理
の
一
端
が
窺
え
る
。 

ま
た
藩
医
は
、
儀
礼
の
場
に
も
関
与
し
て
い
る
。
一
例
と

し
て
貞
享
四
年
正
月
朔
日
の
行
事
の
内
、「
朝
御
節
飯
之
御
膳
」

が
出
さ
れ
た
時
を
見
て
み
よ
う
。「
御
嘉
例
之
御
料
理
」
と
共

に
「
御
酒
」
が
出
た
。
そ
の
場
に
は
隆
廉
ら
が
相
伴
と
し
て

同
席
し
御
肴
を
献
上
、
元
賢
か
ら
御
盃
を
賜
っ
た
。
そ
の
際

「
御
肴
御
伽
医
を
以
被
下
之
」
と
、
藩
医
が
「
御
肴
」
を
携

え
て
い
る
。
同
様
に
端
午
の
祝
い
の
席
で
も
小
書
院
へ
出
座

し
た
元
賢
へ
家
老
ら
が
拝
謁
す
る
が
、
そ
の
席
上
、「
御
盃
・

御
肴
御
伽
医
勤
之
」
と
あ
る
（
貞
享
五
年
五
月
五
日
条
）
。
こ

の
よ
う
に
藩
医
の
職
務
に
は
、
純
粋
な
医
療
行
為
以
外
の
も

の
も
あ
っ
た
。 

な
お
、「
入
夜
」
に
元
賢
が
御
吸
物
・
御
酒
を
食
す
る
際
に

は
、
元
賢
と
共
に
、
藩
医
の
平
賀
道
円
と
望
月
祐
仙
が
相
伴

を
し
て
い
る
（
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
三
日
条
）
。
こ
う
し
た

藩
医
相
伴
の
例
は
し
ば
し
ば
見
え
、
藩
主
と
藩
医
と
の
信
頼

関
係
構
築
に
一
役
買
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
藩
医
は
、
藩
主
や
そ
の
家
族
の
医
療
だ
け
を
担
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
天
和
三
年
四
月
十
九
日
、

腹
痛
を
起
こ
し
た
隆
廉
は
「
小
屋
」
で
休
養
を
取
り
な
が
ら

藩
医
平
賀
玄
春
の
薬
を
服
用
し
て
い
る
。
福
間
隆
信
が
風
気

を
煩
っ
た
際
に
も
、
や
は
り
藩
医
の
常
岡
玄
東
の
薬
を
服
用

し
て
お
り
（
貞
享
三
年
三
月
二
十
七
日
条
）
、
藩
士
の
治
療
も

藩
医
の
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

さ
ら
に
藩
士
に
限
ら
ず
、
奥
女
中
が
病
の
際
に
も
藩
医
が

遣
わ
さ
れ
た
。
貞
享
四
年
三
月
十
六
日
に
奥
女
中
が
病
気
に

罹
る
と
平
賀
玄
春
が
往
診
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
奥
女

中
が
病
気
と
な
っ
た
際
に
は
、
平
賀
か
常
岡
玄
東
が
派
遣
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
受
診
者
の
身
分
的
制
約
が
あ
る
と
は
言
え
、

藩
医
は
藩
全
体
の
医
療
に
目
配
せ
が
求
め
ら
れ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。 

（
二
）
医
師
の
登
用 

大
名
の
健
康
を
支
え
る
上
で
優
秀
な
医
師
を
確
保
し
て
お

く
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
藩
医
登
用
の
事
例
を

見
て
い
く
。 

「
福
間
自
記
」
に
は
、
望
月
祐
仙
の
召
し
抱
え
事
例
が
あ

っ
た
。
貞
享
三
年
十
月
八
日
、
元
賢
の
鍼
治
に
携
わ
っ
て
い

た
海
津
祐
真
の
弟
子
望
月
は
、
以
前
か
ら
徳
山
藩
の
江
戸
藩

邸
に
出
入
り
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
福
間

隆
良
は
治
療
を
受
け
た
経
験
が
あ
り
、
彼
に
対
し
て
は
、
腕

は
確
か
で
人
柄
も
年
齢
も
よ
い
と
評
価
し
て
い
た
。
そ
こ
で

福
間
に
加
え
、
山
下
次
郎
左
衛
門
と
藩
医
常
岡
玄
東
を
相
手

に
実
際
に
鍼
を
使
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
師
で
あ
る
海
津
よ
り
も

「
や
は
ら
か
に
覚
」
と
の
感
想
で
あ
っ
た
。
海
津
の
弟
子
達

の
情
報
に
よ
れ
ば
、
彼
に
は
一
五
〇
石
や
一
〇
〇
石
、
そ
の

上
扶
持
な
ど
を
与
え
る
人
も
い
る
と
の
こ
と
。
ま
た
彼
は
海

津
の
名
代
も
務
め
る
腕
前
を
持
つ
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
情
報

を
基
に
、
福
間
・
山
下
と
隆
廉
が
協
議
し
、
一
五
人
扶
持
か

ら
二
〇
人
扶
持
の
間
で
召
し
抱
え
る
こ
と
を
元
賢
に
提
案
し

た
。
元
賢
か
ら
も
了
承
を
得
た
の
で
、
常
岡
を
介
し
て
師
匠

の
海
津
に
も
内
々
に
意
見
を
求
め
る
と
、
召
し
抱
え
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
望
月
本
人
も
出
仕
を
希
望
し
た
こ

と
か
ら
、
親
類
書
を
提
出
さ
せ
る
と
共
に
、
元
賢
へ
の
拝
謁

を
済
ま
せ
、
晴
れ
て
徳
山
藩
医
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
。 

望
月
の
場
合
は
徳
山
藩
か
ら
望
ん
で
藩
医
に
召
し
抱
え
た

事
例
で
あ
る
が
、
外
部
か
ら
召
し
抱
え
を
求
め
ら
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
八
月
十
九
日
、
竹
田
法
印
に
隆
廉
は

招
か
れ
、
徳
山
藩
に
弟
子
の
浪
人
医
者
を
一
人
召
し
抱
え
て

欲
し
い
と
求
め
ら
れ
た
。
用
意
周
到
に
も
竹
田
は
、
徳
山
藩

に
出
入
り
し
て
い
る
幕
府
医
師
の
平
賀
玄
孝
へ
も
要
望
が
通

る
よ
う
口
添
え
を
頼
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
賀

を
介
し
て
の
依
頼
で
あ
れ
ば
、
徳
山
藩
も
無
碍
に
は
で
き
な

い
と
の
思
惑
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
隆
廉
は

こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
①
江
戸
藩
邸
に
は
「
譜

代
之
医
者
壱
両
人
」
が
い
て
、「
其
外
出
入
之
者
」
も
い
る
こ

と
、
②
ま
た
在
所
（
徳
山
）
に
は
「
身
上
無
相
応
之
医
者
」

が
四
・
五
人
い
る
こ
と
、
③
元
賢
が
病
気
に
な
る
と
し
ば
し

ば
診
察
に
訪
れ
る
井
上
玄
徹
の
弟
子
も
い
る
こ
と
と
、
医
師

は
十
分
な
現
状
を
話
す
。
さ
ら
に
、
④
元
賢
は
若
年
で
「
仕

置
も
い
ま
た
難
仕
」
、
親
類
の
人
々
か
ら
指
導
を
受
け
て
い
る

状
態
で
、「
家
業
人
」
に
限
ら
ず
新
規
召
し
抱
え
は
行
っ
て
い

な
い
と
、
元
賢
の
年
齢
を
理
由
と
し
た
徳
山
藩
の
政
治
的
現

況
を
も
加
え
、
竹
田
の
要
求
を
拒
む
理
由
を
補
強
し
た
。
な

お
、
竹
田
の
要
望
に
応
じ
て
の
こ
と
か
、
三
日
後
の
八
月
二

十
二
日
、
来
邸
し
た
平
賀
か
ら
も
そ
の
話
が
出
た
た
め
、
隆

廉
は
同
様
に
断
り
の
返
答
を
し
て
い
る
。
平
賀
は
こ
れ
に
納

得
し
た
よ
う
で
、
自
ら
が
竹
田
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
請

け
合
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
こ
の
後
竹

田
が
弟
子
の
召
し
抱
え
を
求
め
て
き
た
記
事
は
見
え
な
い
。

（

）

（

）

（

）

（
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に
記
さ
れ
て
い
る
と
の
こ
と
。
薬
剤
管
理
の
一
端
が
窺
え
る
。 

ま
た
藩
医
は
、
儀
礼
の
場
に
も
関
与
し
て
い
る
。
一
例
と

し
て
貞
享
四
年
正
月
朔
日
の
行
事
の
内
、「
朝
御
節
飯
之
御
膳
」

が
出
さ
れ
た
時
を
見
て
み
よ
う
。「
御
嘉
例
之
御
料
理
」
と
共

に
「
御
酒
」
が
出
た
。
そ
の
場
に
は
隆
廉
ら
が
相
伴
と
し
て

同
席
し
御
肴
を
献
上
、
元
賢
か
ら
御
盃
を
賜
っ
た
。
そ
の
際

「
御
肴
御
伽
医
を
以
被
下
之
」
と
、
藩
医
が
「
御
肴
」
を
携

え
て
い
る
。
同
様
に
端
午
の
祝
い
の
席
で
も
小
書
院
へ
出
座

し
た
元
賢
へ
家
老
ら
が
拝
謁
す
る
が
、
そ
の
席
上
、「
御
盃
・

御
肴
御
伽
医
勤
之
」
と
あ
る
（
貞
享
五
年
五
月
五
日
条
）
。
こ

の
よ
う
に
藩
医
の
職
務
に
は
、
純
粋
な
医
療
行
為
以
外
の
も

の
も
あ
っ
た
。 

な
お
、「
入
夜
」
に
元
賢
が
御
吸
物
・
御
酒
を
食
す
る
際
に

は
、
元
賢
と
共
に
、
藩
医
の
平
賀
道
円
と
望
月
祐
仙
が
相
伴

を
し
て
い
る
（
貞
享
四
年
十
一
月
二
十
三
日
条
）
。
こ
う
し
た

藩
医
相
伴
の
例
は
し
ば
し
ば
見
え
、
藩
主
と
藩
医
と
の
信
頼

関
係
構
築
に
一
役
買
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。 

ま
た
藩
医
は
、
藩
主
や
そ
の
家
族
の
医
療
だ
け
を
担
っ
て

い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
例
え
ば
天
和
三
年
四
月
十
九
日
、

腹
痛
を
起
こ
し
た
隆
廉
は
「
小
屋
」
で
休
養
を
取
り
な
が
ら

藩
医
平
賀
玄
春
の
薬
を
服
用
し
て
い
る
。
福
間
隆
信
が
風
気

を
煩
っ
た
際
に
も
、
や
は
り
藩
医
の
常
岡
玄
東
の
薬
を
服
用

し
て
お
り
（
貞
享
三
年
三
月
二
十
七
日
条
）
、
藩
士
の
治
療
も

藩
医
の
業
務
で
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 

さ
ら
に
藩
士
に
限
ら
ず
、
奥
女
中
が
病
の
際
に
も
藩
医
が

遣
わ
さ
れ
た
。
貞
享
四
年
三
月
十
六
日
に
奥
女
中
が
病
気
に

罹
る
と
平
賀
玄
春
が
往
診
に
向
か
っ
た
。
そ
れ
以
降
、
奥
女

中
が
病
気
と
な
っ
た
際
に
は
、
平
賀
か
常
岡
玄
東
が
派
遣
さ

れ
る
こ
と
と
な
っ
た
と
い
う
。 

こ
の
よ
う
に
、
受
診
者
の
身
分
的
制
約
が
あ
る
と
は
言
え
、

藩
医
は
藩
全
体
の
医
療
に
目
配
せ
が
求
め
ら
れ
た
と
言
え
る

の
で
あ
る
。 

（
二
）
医
師
の
登
用 

大
名
の
健
康
を
支
え
る
上
で
優
秀
な
医
師
を
確
保
し
て
お

く
こ
と
は
必
須
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
藩
医
登
用
の
事
例
を

見
て
い
く
。 

「
福
間
自
記
」
に
は
、
望
月
祐
仙
の
召
し
抱
え
事
例
が
あ

っ
た
。
貞
享
三
年
十
月
八
日
、
元
賢
の
鍼
治
に
携
わ
っ
て
い

た
海
津
祐
真
の
弟
子
望
月
は
、
以
前
か
ら
徳
山
藩
の
江
戸
藩

邸
に
出
入
り
し
て
い
た
。
そ
う
し
た
こ
と
も
あ
っ
て
、
福
間

隆
良
は
治
療
を
受
け
た
経
験
が
あ
り
、
彼
に
対
し
て
は
、
腕

は
確
か
で
人
柄
も
年
齢
も
よ
い
と
評
価
し
て
い
た
。
そ
こ
で

福
間
に
加
え
、
山
下
次
郎
左
衛
門
と
藩
医
常
岡
玄
東
を
相
手

に
実
際
に
鍼
を
使
わ
せ
た
と
こ
ろ
、
師
で
あ
る
海
津
よ
り
も

「
や
は
ら
か
に
覚
」
と
の
感
想
で
あ
っ
た
。
海
津
の
弟
子
達

の
情
報
に
よ
れ
ば
、
彼
に
は
一
五
〇
石
や
一
〇
〇
石
、
そ
の

上
扶
持
な
ど
を
与
え
る
人
も
い
る
と
の
こ
と
。
ま
た
彼
は
海

津
の
名
代
も
務
め
る
腕
前
を
持
つ
と
い
う
。
そ
れ
ら
の
情
報

を
基
に
、
福
間
・
山
下
と
隆
廉
が
協
議
し
、
一
五
人
扶
持
か

ら
二
〇
人
扶
持
の
間
で
召
し
抱
え
る
こ
と
を
元
賢
に
提
案
し

た
。
元
賢
か
ら
も
了
承
を
得
た
の
で
、
常
岡
を
介
し
て
師
匠

の
海
津
に
も
内
々
に
意
見
を
求
め
る
と
、
召
し
抱
え
て
ほ
し

い
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
望
月
本
人
も
出
仕
を
希
望
し
た
こ

と
か
ら
、
親
類
書
を
提
出
さ
せ
る
と
共
に
、
元
賢
へ
の
拝
謁

を
済
ま
せ
、
晴
れ
て
徳
山
藩
医
と
し
て
召
し
抱
え
ら
れ
た
。 

望
月
の
場
合
は
徳
山
藩
か
ら
望
ん
で
藩
医
に
召
し
抱
え
た

事
例
で
あ
る
が
、
外
部
か
ら
召
し
抱
え
を
求
め
ら
れ
る
場
合

も
あ
っ
た
。
貞
享
三
年
八
月
十
九
日
、
竹
田
法
印
に
隆
廉
は

招
か
れ
、
徳
山
藩
に
弟
子
の
浪
人
医
者
を
一
人
召
し
抱
え
て

欲
し
い
と
求
め
ら
れ
た
。
用
意
周
到
に
も
竹
田
は
、
徳
山
藩

に
出
入
り
し
て
い
る
幕
府
医
師
の
平
賀
玄
孝
へ
も
要
望
が
通

る
よ
う
口
添
え
を
頼
ん
で
い
る
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
平
賀

を
介
し
て
の
依
頼
で
あ
れ
ば
、
徳
山
藩
も
無
碍
に
は
で
き
な

い
と
の
思
惑
が
働
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
隆
廉
は

こ
れ
を
拒
否
す
る
。
そ
の
理
由
は
、
①
江
戸
藩
邸
に
は
「
譜

代
之
医
者
壱
両
人
」
が
い
て
、「
其
外
出
入
之
者
」
も
い
る
こ

と
、
②
ま
た
在
所
（
徳
山
）
に
は
「
身
上
無
相
応
之
医
者
」

が
四
・
五
人
い
る
こ
と
、
③
元
賢
が
病
気
に
な
る
と
し
ば
し

ば
診
察
に
訪
れ
る
井
上
玄
徹
の
弟
子
も
い
る
こ
と
と
、
医
師

は
十
分
な
現
状
を
話
す
。
さ
ら
に
、
④
元
賢
は
若
年
で
「
仕

置
も
い
ま
た
難
仕
」
、
親
類
の
人
々
か
ら
指
導
を
受
け
て
い
る

状
態
で
、「
家
業
人
」
に
限
ら
ず
新
規
召
し
抱
え
は
行
っ
て
い

な
い
と
、
元
賢
の
年
齢
を
理
由
と
し
た
徳
山
藩
の
政
治
的
現

況
を
も
加
え
、
竹
田
の
要
求
を
拒
む
理
由
を
補
強
し
た
。
な

お
、
竹
田
の
要
望
に
応
じ
て
の
こ
と
か
、
三
日
後
の
八
月
二

十
二
日
、
来
邸
し
た
平
賀
か
ら
も
そ
の
話
が
出
た
た
め
、
隆

廉
は
同
様
に
断
り
の
返
答
を
し
て
い
る
。
平
賀
は
こ
れ
に
納

得
し
た
よ
う
で
、
自
ら
が
竹
田
に
そ
の
こ
と
を
伝
え
る
と
請

け
合
っ
て
く
れ
た
。
こ
れ
が
功
を
奏
し
た
の
か
、
こ
の
後
竹

田
が
弟
子
の
召
し
抱
え
を
求
め
て
き
た
記
事
は
見
え
な
い
。

（

）

（

）

（

）
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も
っ
と
も
、
④
の
新
規
召
し
抱
え
を
行
っ
て
い
な
い
点
は
、

約
二
ヶ
月
後
に
は
望
月
を
召
し
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
る
。
竹
田
の
勧
め
る
弟
子
が
徳
山

藩
の
欲
す
る
人
材
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
竹
田
ほ

ど
の
医
師
の
依
頼
を
断
れ
た
の
は
、
日
頃
か
ら
交
流
の
あ
る

平
賀
の
力
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
藩
も
主
体
的
に
医
師
の
確

保
を
思
考
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

（
三
）
藩
医
以
外
の
医
師

優
秀
な
医
師
を
藩
医
と
し
た
く
と
も
で
き
な
い
場
合
も
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
藩
外
の
医
師
と
予
め
繋
が
り
を
作

っ
て
お
き
、
藩
主
病
気
の
際
に
は
診
察
に
駆
け
つ
け
て
も
ら

え
る
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

元
賢
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
多
く
の
病
気
に
罹
り
、

そ
の
都
度
、
複
数
の
医
師
の
手
に
よ
り
健
康
を
取
り
戻
し
て

き
た
。
そ
の
際
、
日
頃
の
経
過
観
察
は
藩
医
が
行
っ
て
い
る

が
、
治
療
の
指
示
は
藩
医
以
外
か
ら
出
て
い
た
よ
う
だ
。
例

え
ば
貞
享
三
年
五
月
末
か
ら
気
分
が
勝
れ
ず
「
浮
腫
」
を
生

じ
た
元
賢
に
対
し
、
当
初
は
萩
藩
の
医
師
山
添
宗
積
が
、
後

に
は
幕
府
の
医
師
奧
山
立
庵
が
中
心
と
な
っ
て
、
脈
や
腹
の

診
察
・
投
薬
を
行
い
、
ま
た
幕
府
の
鍼
医
で
あ
る
杉
山
検
校

と
、
浪
人
な
が
ら
鍼
術
の
心
得
が
あ
る
高
橋
勘
右
衛
門
が
鍼

治
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
い
つ
も
元
賢
に
つ
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
々
の
経
過
観
察
や
脈
診
は
、
藩

医
で
あ
る
常
岡
玄
東
や
平
賀
玄
春
と
い
っ
た
人
々
が
担
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
彼
等
藩
医
や
家
臣
達
は
、
投
薬
の
方
法
や

食
事
に
つ
い
て
の
指
示
を
藩
外
の
医
師
に
仰
ぎ
な
が
ら
、
藩

主
の
健
康
回
復
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貞
享
三
年
五
月

末
か
ら
の
例
で
も
、
六
月
二
日
、
山
添
宗
積
か
ら
「
今
夕
御

膳
之
上
ニ
而
熟
瓜
二
切
上
候
ニ
と
申
候
、
瓜
を
出
し
候
ヘ
ハ

た
へ
候
て
さ
の
ミ
か
た
く
も
無
之
、
や
わ
ら
か
に
も
無
之
、

つ
め
た
く
も
無
之
、
あ
つ
く
も
無
之
」
も
の
を
十
分
に
吟
味

し
て
差
し
上
げ
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
受
け
た
り
、
少
し
健

康
が
回
復
し
、
元
賢
が
食
事
の
増
量
を
訴
え
た
時
に
は
、
奧

山
立
庵
か
ら
「
朝
夕
壱
度
之
御
食
七
拾
五
匁
不
足
之
由
申
候

へ
と
も
、
此
中
之
通
先
被
召
上
候
様
ニ
と
増
不
被
申
候
」
と
、

増
量
不
可
と
の
指
導
を
受
け
て
い
る
（
六
月
十
五
日
）
。
ま
た
、

灸
治
の
際
に
は
そ
の
こ
と
が
顕
著
で
、
例
え
ば
貞
享
二
年
三

月
十
一
日
、
今
朝
は
晴
天
で
、
藩
医
の
診
察
に
よ
り
差
し
支

え
が
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
以
前
に
山
添
宗
積
の
指
示
が
あ

っ
た
場
所
に
灸
治
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
賢
の
事
例
で

（

）

は
、
灸
治
に
お
け
る
山
添
の
指
示
（
施
術
の
条
件
と
な
る
気

候
や
、
行
う
べ
き
場
所
）
は
必
須
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
元
賢
の
場
合
、
日
常
の
健
康
管
理
は
藩
医

が
掌
る
が
、
病
状
の
悪
化
あ
る
い
は
悪
化
が
見
込
ま
れ
る
と

な
る
と
、
藩
外
の
医
師
の
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
藩
医
が
治

療
に
あ
た
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
藩
外
の
医
師
と
は
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
幕
府
の
医
師
や
本
藩
の
萩
藩
の
医
師
が

該
当
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
時
に
は
そ
れ
以
外
の
医
師

も
診
察
に
訪
れ
た
。
例
え
ば
貞
享
三
年
六
月
九
日
、
長
府
藩

主
毛
利
綱
元
は
徳
山
藩
邸
を
見
舞
い
に
訪
れ
、
元
賢
に
直
接

面
会
し
、
自
ら
脈
を
診
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
井
関
玄
祝
や

村
田
忠
庵
、
長
尾
善
庵
な
ど
の
名
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
は
じ

め
と
す
る
医
師
の
診
察
を
受
け
る
よ
う
隆
廉
ら
に
勧
め
る
の

だ
っ
た
。
こ
こ
で
名
の
挙
が
っ
た
医
師
は
、「
甲
州
様
御
存
之

者
」
と
、
綱
元
が
よ
く
知
る
医
師
達
で
あ
る
。
実
際
、
村
田

忠
庵
と
長
尾
善
庵
は
六
月
十
一
日
、
綱
元
の
依
頼
に
基
づ
き

元
賢
の
診
察
に
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
、
脈
と
腹
の
様
子
を
診
察

し
、
「
大
体
無
御
別
条
」
と
の
診
断
を
下
し
て
い
る
。

こ
の
例
か
ら
、
近
世
大
名
は
藩
医
以
外
に
、
そ
の
地
位
を

問
わ
ず
懇
意
に
す
る
医
師
が
い
て
、
親
し
い
大
名
や
旗
本
に

は
、
そ
う
し
た
医
師
に
対
し
診
察
に
赴
く
よ
う
依
頼
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
医
師
の
派
遣
で
は
な
い
が
、
類
例
に
、

岡
部
正
敦
が
疱
瘡
を
患
っ
た
際
、
元
賢
が
罹
患
す
る
と
し
ば

し
ば
診
察
に
訪
れ
る
山
添
宗
積
の
薬
が
徳
山
藩
の
依
頼
で
岡

部
の
元
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
徳
山
藩
と
し
て
は
、

医
師
と
し
て
の
力
量
を
十
分
承
知
し
て
い
る
山
添
で
あ
れ
ば
、

岡
部
の
疱
瘡
に
適
し
た
薬
の
処
方
が
期
待
で
き
る
と
の
判
断

が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

優
秀
な
医
師
と
懇
意
な
関
係
を
築
き
、
大
名
間
で
も
送
り

合
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
名
が
優
秀
な
医
師

情
報
に
も
敏
感
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
窺
わ

せ
る
の
が
、
貞
享
三
年
二
月
の
酒
井
家
の
事
例
で
あ
る
。
小

浜
藩
主
酒
井
忠
隆
が
国
元
に
お
い
て
病
を
得
た
。
そ
の
重
篤

な
様
は
二
月
四
日
条
の
、「
先
月
十
六
日
、
廿
四
日
、
廿
八
日
、

御
持
病
之
吐
血
大
分
有
之
」
と
の
記
事
か
ら
十
分
推
察
で
き

る
。
そ
の
た
め
京
都
所
司
代
の
土
屋
政
直
の
手
を
介
し
、
京

都
の
医
師
「
岡
玄
昌
」
が
小
浜
へ
赴
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
月
十
一
日
の
記
事
に
は
、
「
酒
井
遠
江
守
様
御
気
色
御
快
、

京
都
医
師
岡
玄
昌
御
薬
御
相
応
之
由
」
と
、
酒
井
の
体
調
が

回
復
し
た
と
あ
る
（
た
だ
し
、
同
年
閏
三
月
二
十
一
日
に
は

（

）

（

）

（

）
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も
っ
と
も
、
④
の
新
規
召
し
抱
え
を
行
っ
て
い
な
い
点
は
、

約
二
ヶ
月
後
に
は
望
月
を
召
し
抱
え
て
い
る
こ
と
か
ら
、
明

ら
か
に
事
実
に
反
し
て
い
る
。
竹
田
の
勧
め
る
弟
子
が
徳
山

藩
の
欲
す
る
人
材
で
な
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
竹
田
ほ

ど
の
医
師
の
依
頼
を
断
れ
た
の
は
、
日
頃
か
ら
交
流
の
あ
る

平
賀
の
力
も
あ
っ
た
の
だ
ろ
う
。
藩
も
主
体
的
に
医
師
の
確

保
を
思
考
し
て
い
た
こ
と
を
想
起
さ
せ
る
事
例
で
あ
る
。

（
三
）
藩
医
以
外
の
医
師

優
秀
な
医
師
を
藩
医
と
し
た
く
と
も
で
き
な
い
場
合
も
あ

ろ
う
。
そ
の
場
合
に
は
、
藩
外
の
医
師
と
予
め
繋
が
り
を
作

っ
て
お
き
、
藩
主
病
気
の
際
に
は
診
察
に
駆
け
つ
け
て
も
ら

え
る
関
係
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
。

元
賢
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
と
お
り
多
く
の
病
気
に
罹
り
、

そ
の
都
度
、
複
数
の
医
師
の
手
に
よ
り
健
康
を
取
り
戻
し
て

き
た
。
そ
の
際
、
日
頃
の
経
過
観
察
は
藩
医
が
行
っ
て
い
る

が
、
治
療
の
指
示
は
藩
医
以
外
か
ら
出
て
い
た
よ
う
だ
。
例

え
ば
貞
享
三
年
五
月
末
か
ら
気
分
が
勝
れ
ず
「
浮
腫
」
を
生

じ
た
元
賢
に
対
し
、
当
初
は
萩
藩
の
医
師
山
添
宗
積
が
、
後

に
は
幕
府
の
医
師
奧
山
立
庵
が
中
心
と
な
っ
て
、
脈
や
腹
の

診
察
・
投
薬
を
行
い
、
ま
た
幕
府
の
鍼
医
で
あ
る
杉
山
検
校

と
、
浪
人
な
が
ら
鍼
術
の
心
得
が
あ
る
高
橋
勘
右
衛
門
が
鍼

治
を
行
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
彼
等
は
い
つ
も
元
賢
に
つ
い

て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
々
の
経
過
観
察
や
脈
診
は
、
藩

医
で
あ
る
常
岡
玄
東
や
平
賀
玄
春
と
い
っ
た
人
々
が
担
っ
て

い
た
。
そ
し
て
、
彼
等
藩
医
や
家
臣
達
は
、
投
薬
の
方
法
や

食
事
に
つ
い
て
の
指
示
を
藩
外
の
医
師
に
仰
ぎ
な
が
ら
、
藩

主
の
健
康
回
復
に
努
め
る
の
で
あ
る
。
こ
の
貞
享
三
年
五
月

末
か
ら
の
例
で
も
、
六
月
二
日
、
山
添
宗
積
か
ら
「
今
夕
御

膳
之
上
ニ
而
熟
瓜
二
切
上
候
ニ
と
申
候
、
瓜
を
出
し
候
ヘ
ハ

た
へ
候
て
さ
の
ミ
か
た
く
も
無
之
、
や
わ
ら
か
に
も
無
之
、

つ
め
た
く
も
無
之
、
あ
つ
く
も
無
之
」
も
の
を
十
分
に
吟
味

し
て
差
し
上
げ
る
よ
う
に
と
の
指
示
を
受
け
た
り
、
少
し
健

康
が
回
復
し
、
元
賢
が
食
事
の
増
量
を
訴
え
た
時
に
は
、
奧

山
立
庵
か
ら
「
朝
夕
壱
度
之
御
食
七
拾
五
匁
不
足
之
由
申
候

へ
と
も
、
此
中
之
通
先
被
召
上
候
様
ニ
と
増
不
被
申
候
」
と
、

増
量
不
可
と
の
指
導
を
受
け
て
い
る
（
六
月
十
五
日
）
。
ま
た
、

灸
治
の
際
に
は
そ
の
こ
と
が
顕
著
で
、
例
え
ば
貞
享
二
年
三

月
十
一
日
、
今
朝
は
晴
天
で
、
藩
医
の
診
察
に
よ
り
差
し
支

え
が
な
い
と
の
判
断
か
ら
、
以
前
に
山
添
宗
積
の
指
示
が
あ

っ
た
場
所
に
灸
治
を
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。
元
賢
の
事
例
で

（

）

は
、
灸
治
に
お
け
る
山
添
の
指
示
（
施
術
の
条
件
と
な
る
気

候
や
、
行
う
べ
き
場
所
）
は
必
須
だ
っ
た
。

こ
の
よ
う
に
、
元
賢
の
場
合
、
日
常
の
健
康
管
理
は
藩
医

が
掌
る
が
、
病
状
の
悪
化
あ
る
い
は
悪
化
が
見
込
ま
れ
る
と

な
る
と
、
藩
外
の
医
師
の
指
示
を
仰
ぎ
な
が
ら
、
藩
医
が
治

療
に
あ
た
る
の
だ
っ
た
。
こ
の
藩
外
の
医
師
と
は
、
こ
れ
ま

で
見
て
き
た
よ
う
に
幕
府
の
医
師
や
本
藩
の
萩
藩
の
医
師
が

該
当
す
る
こ
と
が
多
い
の
だ
が
、
時
に
は
そ
れ
以
外
の
医
師

も
診
察
に
訪
れ
た
。
例
え
ば
貞
享
三
年
六
月
九
日
、
長
府
藩

主
毛
利
綱
元
は
徳
山
藩
邸
を
見
舞
い
に
訪
れ
、
元
賢
に
直
接

面
会
し
、
自
ら
脈
を
診
た
と
い
う
。
そ
し
て
、
井
関
玄
祝
や

村
田
忠
庵
、
長
尾
善
庵
な
ど
の
名
を
挙
げ
、
こ
れ
ら
を
は
じ

め
と
す
る
医
師
の
診
察
を
受
け
る
よ
う
隆
廉
ら
に
勧
め
る
の

だ
っ
た
。
こ
こ
で
名
の
挙
が
っ
た
医
師
は
、「
甲
州
様
御
存
之

者
」
と
、
綱
元
が
よ
く
知
る
医
師
達
で
あ
る
。
実
際
、
村
田

忠
庵
と
長
尾
善
庵
は
六
月
十
一
日
、
綱
元
の
依
頼
に
基
づ
き

元
賢
の
診
察
に
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
、
脈
と
腹
の
様
子
を
診
察

し
、
「
大
体
無
御
別
条
」
と
の
診
断
を
下
し
て
い
る
。

こ
の
例
か
ら
、
近
世
大
名
は
藩
医
以
外
に
、
そ
の
地
位
を

問
わ
ず
懇
意
に
す
る
医
師
が
い
て
、
親
し
い
大
名
や
旗
本
に

は
、
そ
う
し
た
医
師
に
対
し
診
察
に
赴
く
よ
う
依
頼
し
て
い

た
と
考
え
ら
れ
る
。
医
師
の
派
遣
で
は
な
い
が
、
類
例
に
、

岡
部
正
敦
が
疱
瘡
を
患
っ
た
際
、
元
賢
が
罹
患
す
る
と
し
ば

し
ば
診
察
に
訪
れ
る
山
添
宗
積
の
薬
が
徳
山
藩
の
依
頼
で
岡

部
の
元
に
届
け
ら
れ
た
こ
と
が
あ
る
。
徳
山
藩
と
し
て
は
、

医
師
と
し
て
の
力
量
を
十
分
承
知
し
て
い
る
山
添
で
あ
れ
ば
、

岡
部
の
疱
瘡
に
適
し
た
薬
の
処
方
が
期
待
で
き
る
と
の
判
断

が
あ
っ
て
の
こ
と
だ
ろ
う
。

優
秀
な
医
師
と
懇
意
な
関
係
を
築
き
、
大
名
間
で
も
送
り

合
う
こ
と
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
は
、
大
名
が
優
秀
な
医
師

情
報
に
も
敏
感
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
こ
と
を
窺
わ

せ
る
の
が
、
貞
享
三
年
二
月
の
酒
井
家
の
事
例
で
あ
る
。
小

浜
藩
主
酒
井
忠
隆
が
国
元
に
お
い
て
病
を
得
た
。
そ
の
重
篤

な
様
は
二
月
四
日
条
の
、「
先
月
十
六
日
、
廿
四
日
、
廿
八
日
、

御
持
病
之
吐
血
大
分
有
之
」
と
の
記
事
か
ら
十
分
推
察
で
き

る
。
そ
の
た
め
京
都
所
司
代
の
土
屋
政
直
の
手
を
介
し
、
京

都
の
医
師
「
岡
玄
昌
」
が
小
浜
へ
赴
い
た
と
の
こ
と
で
あ
る
。

二
月
十
一
日
の
記
事
に
は
、
「
酒
井
遠
江
守
様
御
気
色
御
快
、

京
都
医
師
岡
玄
昌
御
薬
御
相
応
之
由
」
と
、
酒
井
の
体
調
が

回
復
し
た
と
あ
る
（
た
だ
し
、
同
年
閏
三
月
二
十
一
日
に
は

（

）

（

）

（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）
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没
す
る
の
で
、
一
時
的
な
回
復
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
徳
山
毛
利
家
の
親
戚
の
病
状
を
書
き
留

め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
京
都
の
葉
室
家
に
は
初
代
藩
主

就
隆
の
女
が
嫁
い
で
お
り
、
徳
山
藩
と
し
て
は
、
京
都
の
医

師
情
報
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
情
報
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
医
師
と
面
会
し

て
懇
意
な
関
係
を
作
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
既
述
の
例

だ
が
、
天
和
二
年
二
月
、
隆
廉
達
は
、
元
賢
の
病
状
に
不
安

を
覚
え
、
幕
府
の
外
科
医
の
診
察
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

最
初
は
川
島
周
庵
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
断
ら
れ
た
た
め
、
杉

本
仲
恵
に
改
め
て
依
頼
す
る
と
、
往
診
し
て
も
ら
え
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
、
杉
本
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
は
、
杉
本

が
「
先
年
井
上
筑
後
守
様
ニ
而

殿
様
御
近
付
ニ
被
為
成
」

た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
義
兄
の
屋
敷
で
顔
を
合
わ
せ
、
懇

意
な
関
係
が
で
き
て
い
た
た
め
、
徳
山
藩
と
し
て
も
依
頼
し

や
す
く
、
ま
た
杉
本
も
気
安
く
応
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
（
二
月
十
四
日
、
徳
山
藩
が
往
診
依
頼
の
使
者
を
送
る
と
、

杉
本
は
即
日
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
て
い
る
）
。

医
師
が
大
名
と
懇
意
と
な
る
機
会
は
意
外
に
多
か
っ
た
よ

う
で
、
例
え
ば
大
名
や
旗
本
が
集
ま
る
宴
席
に
医
師
も
連
な

っ
て
い
る
。
貞
享
五
年
六
月
十
日
の
例
を
見
る
と
、
徳
山
藩

江
戸
藩
邸
で
開
か
れ
た
宴
席
に
は
、
長
府
藩
主
毛
利
綱
元
・

清
末
藩
主
毛
利
元
平
と
い
っ
た
一
族
の
大
名
や
、
毛
利
元

教
・
伊
奈
忠
易
と
そ
の
子
忠
知
・
川
勝
広
成
と
い
っ
た
徳
山

毛
利
家
と
親
し
い
旗
本
と
共
に
、
幕
府
医
師
の
平
賀
元
得
が

顔
を
揃
え
て
い
る
。
平
賀
と
、
同
席
し
た
大
名
・
旗
本
の
人
々

が
旧
知
の
中
な
の
か
、
こ
の
時
が
初
対
面
で
あ
っ
た
の
か
は

不
詳
だ
が
、
こ
う
し
た
場
に
医
師
が
顔
を
出
し
、
懇
意
な
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
双
方
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
っ
た

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

一
方
で
、
そ
う
し
た
大
名
側
の
事
情
を
承
知
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
医
師
達
が
大
名
と
の
繋
が
り
を
求

め
て
い
た
様
子
も
垣
間
見
え
る
。
天
和
三
年
五
月
二
十
二
日
、

北
山
林
庵
と
名
乗
る
町
医
（
江
戸
の
町
医
で
あ
ろ
う
）
が
元

賢
に
初
御
目
見
え
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
藩
医
と
考
え
ら

れ
る
森
脇
自
朴
の
兄
・
玄
伴
は
、
貞
享
四
年
八
月
朔
日
、
浪

人
と
し
て
「
当
所
町
医
」（
徳
山
の
町
医
と
推
測
さ
れ
る
）
の

立
場
で
御
目
見
え
を
願
っ
た
と
こ
ろ
、
帰
国
中
の
元
賢
に
拝

謁
を
許
さ
れ
、
御
盃
も
賜
っ
た
。
北
山
林
庵
や
森
脇
玄
伴
が

徳
山
藩
へ
の
召
し
抱
え
ま
で
を
望
ん
で
い
た
か
は
定
か
で
は

（

）

（

）

な
い
が
、
大
名
に
と
っ
て
は
医
師
情
報
が
豊
か
に
な
る
し
、

医
師
に
と
っ
て
は
大
名
が
罹
患
し
た
際
に
診
察
を
求
め
る
声

が
か
け
ら
れ
る
期
待
も
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た

双
方
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
う
し
た
藩
外
の
医
師
に
は
相
応
の
気
遣
い
も
必

要
に
な
る
。
往
診
後
に
は
食
事
や
茶
菓
な
ど
の
饗
応
は
勿
論
、

歳
暮
の
挨
拶
や
、
時
に
は
徳
山
藩
の
慶
事
に
お
い
て
も
祝
い

の
品
々
が
贈
ら
れ
た
。
例
え
ば
貞
享
二
年
八
月
十
三
日
に
は
、

山
添
宗
積
に
対
し
、
「
御
樽
代
五
百
疋
」
と
「
御
箱
肴
一
折
」

が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
元
賢
が
「
御
幼
少
之
時
よ
り
御

薬
被
進
之
候
而
御
成
長
御
前
髪
被
取
候
」
こ
と
に
よ
る
。
元

賢
は
七
月
晦
日
、「
御
前
髪
御
取
被
成
」
、（
「
元
丸
」
か
ら
「
式

部
」
へ
）「
御
名
改
」
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
無
事
に
成
長

で
き
た
こ
と
の
感
謝
の
意
を
山
添
に
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

藩
外
の
医
師
と
の
良
好
な
関
係
を
築
く
一
幕
で
あ
る
。

（
四
）
医
師
と
政
治 

医
師
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

貞
享
三
年
八
月
九
日
、
幕
府
医
師
の
坂
本
養
庵
が
元
賢
の

見
舞
い
に
訪
れ
た
帰
り
の
こ
と
で
あ
る
。
見
送
り
に
出
た
家

老
の
福
間
隆
信
に
対
し
て
、
日
頃
の
懇
切
な
使
者
派
遣
を
謝

し
、
そ
の
返
礼
と
し
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
情
報
を
伝
え
た
。

そ
れ
は
元
賢
の
「
御
官
位
御
延
引
」
の
真
相
で
あ
る
。
徳
山

藩
と
し
て
は
、
前
年
末
に
元
賢
へ
官
位
叙
任
の
沙
汰
が
あ
る

も
の
と
考
え
て
い
た
。
先
述
の
と
お
り
、
貞
享
二
年
七
月
晦

日
に
「
御
前
髪
被
為
執
」
、
「
御
名
改
」
を
済
ま
せ
て
い
た
の

で
、
官
位
の
話
が
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
最
適
で
あ
ろ

う
。
年
齢
も
一
六
歳
な
の
で
不
足
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な

い
。
勿
論
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
幕
府
と
は
、「
御
頼
之
御
老
中
」

で
あ
る
大
久
保
忠
朝
と
連
絡
を
密
に
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、

官
位
に
つ
い
て
も
大
久
保
か
ら
然
る
べ
き
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
前
年
末
は

何
の
音
沙
汰
も
な
く
、
貞
享
三
年
も
八
月
に
入
っ
て
い
た
。 

さ
て
坂
本
は
、
元
賢
の
官
位
叙
任
を
果
た
す
に
は
「
牧
野

備
後
守
殿
へ
被
仰
入
候
而
ハ
難
参
候
」
と
、
側
用
人
牧
野
成

貞
が
重
要
で
あ
る
と
の
幕
政
の
現
況
認
識
を
示
し
た
。
そ
こ

で
、
幕
府
医
師
の
北
村
安
齋
が
牧
野
邸
へ
出
入
り
し
て
い
る

の
で
、
彼
に
薬
を
処
方
し
て
も
ら
う
な
ど
し
て
懇
意
な
関
係

を
作
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
の
で
あ
っ
た
。
薬
の
処
方
を

口
実
に
す
れ
ば
、
自
然
な
形
で
北
村
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
取

れ
る
。
医
師
と
の
関
係
作
り
に
は
巧
妙
な
手
段
と
言
え
よ
う
。 

（

）

（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

七
〇



没
す
る
の
で
、
一
時
的
な
回
復
だ
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
）
。

こ
の
こ
と
は
、
単
に
徳
山
毛
利
家
の
親
戚
の
病
状
を
書
き
留

め
た
と
も
考
え
ら
れ
る
が
、
京
都
の
葉
室
家
に
は
初
代
藩
主

就
隆
の
女
が
嫁
い
で
お
り
、
徳
山
藩
と
し
て
は
、
京
都
の
医

師
情
報
も
必
要
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。

ま
た
情
報
だ
け
に
と
ど
ま
ら
ず
、
実
際
に
医
師
と
面
会
し

て
懇
意
な
関
係
を
作
る
こ
と
も
重
要
で
あ
っ
た
。
既
述
の
例

だ
が
、
天
和
二
年
二
月
、
隆
廉
達
は
、
元
賢
の
病
状
に
不
安

を
覚
え
、
幕
府
の
外
科
医
の
診
察
を
仰
ぐ
こ
と
に
な
っ
た
。

最
初
は
川
島
周
庵
に
依
頼
し
た
と
こ
ろ
断
ら
れ
た
た
め
、
杉

本
仲
恵
に
改
め
て
依
頼
す
る
と
、
往
診
し
て
も
ら
え
た
の
で

あ
る
。
こ
の
時
、
杉
本
に
白
羽
の
矢
を
立
て
た
の
は
、
杉
本

が
「
先
年
井
上
筑
後
守
様
ニ
而

殿
様
御
近
付
ニ
被
為
成
」

た
こ
と
に
よ
る
。
つ
ま
り
義
兄
の
屋
敷
で
顔
を
合
わ
せ
、
懇

意
な
関
係
が
で
き
て
い
た
た
め
、
徳
山
藩
と
し
て
も
依
頼
し

や
す
く
、
ま
た
杉
本
も
気
安
く
応
じ
ら
れ
た
の
か
も
し
れ
な

い
（
二
月
十
四
日
、
徳
山
藩
が
往
診
依
頼
の
使
者
を
送
る
と
、

杉
本
は
即
日
徳
山
藩
邸
を
訪
れ
て
い
る
）
。

医
師
が
大
名
と
懇
意
と
な
る
機
会
は
意
外
に
多
か
っ
た
よ

う
で
、
例
え
ば
大
名
や
旗
本
が
集
ま
る
宴
席
に
医
師
も
連
な

っ
て
い
る
。
貞
享
五
年
六
月
十
日
の
例
を
見
る
と
、
徳
山
藩

江
戸
藩
邸
で
開
か
れ
た
宴
席
に
は
、
長
府
藩
主
毛
利
綱
元
・

清
末
藩
主
毛
利
元
平
と
い
っ
た
一
族
の
大
名
や
、
毛
利
元

教
・
伊
奈
忠
易
と
そ
の
子
忠
知
・
川
勝
広
成
と
い
っ
た
徳
山

毛
利
家
と
親
し
い
旗
本
と
共
に
、
幕
府
医
師
の
平
賀
元
得
が

顔
を
揃
え
て
い
る
。
平
賀
と
、
同
席
し
た
大
名
・
旗
本
の
人
々

が
旧
知
の
中
な
の
か
、
こ
の
時
が
初
対
面
で
あ
っ
た
の
か
は

不
詳
だ
が
、
こ
う
し
た
場
に
医
師
が
顔
を
出
し
、
懇
意
な
関

係
を
構
築
す
る
こ
と
が
、
双
方
に
と
っ
て
有
意
義
で
あ
っ
た

こ
と
は
容
易
に
想
像
で
き
る
。

一
方
で
、
そ
う
し
た
大
名
側
の
事
情
を
承
知
し
て
い
た
わ

け
で
は
な
い
だ
ろ
う
が
、
医
師
達
が
大
名
と
の
繋
が
り
を
求

め
て
い
た
様
子
も
垣
間
見
え
る
。
天
和
三
年
五
月
二
十
二
日
、

北
山
林
庵
と
名
乗
る
町
医
（
江
戸
の
町
医
で
あ
ろ
う
）
が
元

賢
に
初
御
目
見
え
を
果
た
し
て
い
る
。
ま
た
藩
医
と
考
え
ら

れ
る
森
脇
自
朴
の
兄
・
玄
伴
は
、
貞
享
四
年
八
月
朔
日
、
浪

人
と
し
て
「
当
所
町
医
」（
徳
山
の
町
医
と
推
測
さ
れ
る
）
の

立
場
で
御
目
見
え
を
願
っ
た
と
こ
ろ
、
帰
国
中
の
元
賢
に
拝

謁
を
許
さ
れ
、
御
盃
も
賜
っ
た
。
北
山
林
庵
や
森
脇
玄
伴
が

徳
山
藩
へ
の
召
し
抱
え
ま
で
を
望
ん
で
い
た
か
は
定
か
で
は

（

）

（

）

な
い
が
、
大
名
に
と
っ
て
は
医
師
情
報
が
豊
か
に
な
る
し
、

医
師
に
と
っ
て
は
大
名
が
罹
患
し
た
際
に
診
察
を
求
め
る
声

が
か
け
ら
れ
る
期
待
も
出
て
く
る
こ
と
か
ら
、
こ
れ
も
ま
た

双
方
に
と
っ
て
有
益
で
あ
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
。

な
お
、
こ
う
し
た
藩
外
の
医
師
に
は
相
応
の
気
遣
い
も
必

要
に
な
る
。
往
診
後
に
は
食
事
や
茶
菓
な
ど
の
饗
応
は
勿
論
、

歳
暮
の
挨
拶
や
、
時
に
は
徳
山
藩
の
慶
事
に
お
い
て
も
祝
い

の
品
々
が
贈
ら
れ
た
。
例
え
ば
貞
享
二
年
八
月
十
三
日
に
は
、

山
添
宗
積
に
対
し
、
「
御
樽
代
五
百
疋
」
と
「
御
箱
肴
一
折
」

が
贈
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
元
賢
が
「
御
幼
少
之
時
よ
り
御

薬
被
進
之
候
而
御
成
長
御
前
髪
被
取
候
」
こ
と
に
よ
る
。
元

賢
は
七
月
晦
日
、「
御
前
髪
御
取
被
成
」
、（
「
元
丸
」
か
ら
「
式

部
」
へ
）「
御
名
改
」
し
た
の
だ
が
、
こ
こ
ま
で
無
事
に
成
長

で
き
た
こ
と
の
感
謝
の
意
を
山
添
に
示
し
た
の
で
あ
っ
た
。

藩
外
の
医
師
と
の
良
好
な
関
係
を
築
く
一
幕
で
あ
る
。

（
四
）
医
師
と
政
治 

医
師
と
政
治
と
の
関
係
に
つ
い
て
述
べ
る
。 

貞
享
三
年
八
月
九
日
、
幕
府
医
師
の
坂
本
養
庵
が
元
賢
の

見
舞
い
に
訪
れ
た
帰
り
の
こ
と
で
あ
る
。
見
送
り
に
出
た
家

老
の
福
間
隆
信
に
対
し
て
、
日
頃
の
懇
切
な
使
者
派
遣
を
謝

し
、
そ
の
返
礼
と
し
て
ひ
と
つ
の
重
要
な
情
報
を
伝
え
た
。

そ
れ
は
元
賢
の
「
御
官
位
御
延
引
」
の
真
相
で
あ
る
。
徳
山

藩
と
し
て
は
、
前
年
末
に
元
賢
へ
官
位
叙
任
の
沙
汰
が
あ
る

も
の
と
考
え
て
い
た
。
先
述
の
と
お
り
、
貞
享
二
年
七
月
晦

日
に
「
御
前
髪
被
為
執
」
、
「
御
名
改
」
を
済
ま
せ
て
い
た
の

で
、
官
位
の
話
が
出
る
タ
イ
ミ
ン
グ
と
し
て
は
最
適
で
あ
ろ

う
。
年
齢
も
一
六
歳
な
の
で
不
足
が
あ
る
よ
う
に
は
思
え
な

い
。
勿
論
そ
れ
以
前
か
ら
も
、
幕
府
と
は
、「
御
頼
之
御
老
中
」

で
あ
る
大
久
保
忠
朝
と
連
絡
を
密
に
し
て
い
た
。
そ
れ
故
、

官
位
に
つ
い
て
も
大
久
保
か
ら
然
る
べ
き
情
報
が
も
た
ら
さ

れ
る
も
の
と
期
待
し
て
い
た
だ
ろ
う
。
と
こ
ろ
が
前
年
末
は

何
の
音
沙
汰
も
な
く
、
貞
享
三
年
も
八
月
に
入
っ
て
い
た
。 

さ
て
坂
本
は
、
元
賢
の
官
位
叙
任
を
果
た
す
に
は
「
牧
野

備
後
守
殿
へ
被
仰
入
候
而
ハ
難
参
候
」
と
、
側
用
人
牧
野
成

貞
が
重
要
で
あ
る
と
の
幕
政
の
現
況
認
識
を
示
し
た
。
そ
こ

で
、
幕
府
医
師
の
北
村
安
齋
が
牧
野
邸
へ
出
入
り
し
て
い
る

の
で
、
彼
に
薬
を
処
方
し
て
も
ら
う
な
ど
し
て
懇
意
な
関
係

を
作
る
よ
う
ア
ド
バ
イ
ス
す
る
の
で
あ
っ
た
。
薬
の
処
方
を

口
実
に
す
れ
ば
、
自
然
な
形
で
北
村
と
の
コ
ン
タ
ク
ト
が
取

れ
る
。
医
師
と
の
関
係
作
り
に
は
巧
妙
な
手
段
と
言
え
よ
う
。 

（

）

（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）
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一



な
お
、
坂
本
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
は
北
村
以
外
に
は
碁
打
ち

の
本
因
坊
を
挙
げ
、
彼
も
「
御
近
付
」
に
な
る
の
に
適
し
た

人
物
と
し
て
勧
め
る
。 

結
果
と
し
て
徳
山
藩
は
坂
本
が
示
し
た
人
物
の
内
、
本
因

坊
を
介
し
て
牧
野
と
の
関
係
構
築
に
動
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ

が
直
接
的
に
功
を
奏
し
た
確
証
は
な
い
が
、
元
賢
は
、
貞
享

五
年
の
暮
れ
、
日
向
守
に
叙
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
本
例
は
薬
の
処
方
を
き
っ
か
け
に
用
い
て
、
人
脈
形
成

を
は
か
ろ
う
と
す
る
事
例
と
し
て
紹
介
し
た
。 

（
五
）
薬
剤
等
を
め
ぐ
っ
て 

大
名
等
の
贈
答
品
に
は
、
薬
剤
や
「
健
康
食
品
」
の
配
布

も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
を
挙
げ
る
。 

ま
ず
薬
剤
に
つ
い
て
は
、「
反
魂
丹
」（
ま
た
は
「
返
魂
丹
」
）

と
い
う
薬
が
出
て
き
た
。
腹
痛
な
ど
に
効
能
が
あ
る
と
い
う
。

貞
享
二
年
十
月
十
八
日
、
元
賢
の
「
御
用
」
と
し
て
、「
三
剤
」

を
藩
医
宮
脇
仲
策
に
命
じ
て
調
合
さ
せ
、
御
薬
役
の
山
崎
権

兵
衛
に
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
、
元
賢
が
体
調
を
崩
し
た

様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
実
際
に
「
反
魂
丹
」
を
服

用
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
翌
々
日
二
十
日
の
記

事
を
見
る
と
、
井
上
政
敞
夫
人
に
「
御
約
束
之
反
魂
剤
」
を

「
一
剤
」
、
ま
た
葉
室
頼
孝
夫
人
に
も
、
先
方
の
求
め
に
応
じ

て
「
一
剤
」
を
、
元
賢
自
筆
の
書
状
を
添
え
て
送
っ
て
い
る
。

宮
脇
に
調
剤
が
命
じ
ら
れ
た
「
三
剤
」
の
う
ち
の
二
剤
は
親

類
の
手
に
渡
す
た
め
の
「
御
用
」
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
医
療
に
関
わ
る
人
々
が
「
反
魂
丹
」
を
作

る
技
術
が
な
か
っ
た
と
も
、
ま
た
徳
山
藩
医
の
宮
脇
仲
策
が

そ
の
調
剤
の
名
人
と
も
考
え
に
く
い
が
、
親
類
か
ら
の
依
頼

に
基
づ
い
た
こ
と
と
は
言
い
な
が
ら
、
薬
も
他
家
へ
贈
ら
れ

る
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。 

次
に
「
健
康
食
品
」
と
思
わ
れ
る
「
乳
腐
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。
当
時
の
「
乳
腐
」
の
具
体
像
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い

が
、
発
酵
食
品
で
あ
り
、
健
康
維
持
の
た
め
に
食
さ
れ
た
こ

と
は
想
像
さ
れ
る
。 

さ
て
天
和
二
年
三
月
十
七
日
、
徳
山
藩
医
の
宮
脇
仲
策
が
、

藩
の
許
し
を
得
て
「
乳
腐
」
を
少
し
分
け
与
え
ら
れ
た
。
藩

医
が
求
め
る
以
上
、
医
療
行
為
関
係
の
使
用
と
考
え
ら
れ
る
。

医
療
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
同
年
十
月
四
日
条
に
、「
今
冬
も
乳

腐
被
召
上
哉
と
宮
脇
仲
策
へ
両
度
令
相
談
候
」
と
あ
っ
て
、

冬
の
間
に
元
賢
は
「
乳
腐
」
を
摂
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理

解
で
き
る
（
こ
の
時
宮
脇
は
「
去
冬
之
御
つ
か
へ
之
節
、
連
々

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）
乳
腐
あ
か
り
候
故
ニ
而
有
之
哉
」
と
、
昨
冬
の
「
つ
か
え
」

の
原
因
を
「
乳
腐
」
の
摂
取
と
判
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
心

許
な
く
思
っ
た
隆
廉
は
、
山
添
宗
積
に
相
談
し
、
山
添
の
了

承
を
得
た
こ
と
か
ら
、
摂
取
を
勧
め
て
い
る
）
。 

な
お
天
和
二
年
六
月
十
日
、
貞
享
元
年
十
一
月
二
十
八
日
、

元
禄
二
年
閏
正
月
十
日
の
各
条
に
、「
乳
腐
」
が
大
名
や
旗
本

に
分
け
与
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
分
け
与
え
た
先
は
、
但
馬
国

出
石
藩
主
小
出
英
安
（
天
和
二
年
）
、
旗
本
筒
井
政
勝
（
貞
享

元
年
）
、
陸
奥
国
中
村
藩
主
相
馬
昌
胤
（
元
禄
二
年
）
で
あ
る
。

し
か
も
彼
ら
は
、
「
未
被
仰
通
候
」
（
小
出
）
や
「
い
ま
た
御

近
付
ニ
而
無
之
」（
筒
井
）
と
あ
る
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
通
交

の
あ
る
人
々
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
家
臣
が
直
接
交
渉
に

訪
れ
た
り
（
小
出
・
相
馬
）
、
徳
山
藩
と
親
し
い
人
物
を
介
し

て
（
筒
井
）
要
望
を
申
し
入
れ
た
り
し
て
い
る
。
徳
山
藩
製

「
乳
腐
」
に
ど
の
よ
う
な
効
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
、

ど
れ
ほ
ど
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
か
は
不
詳
だ
が
、
そ

れ
が
ご
く
一
部
と
は
言
え
、
大
名
や
旗
本
の
間
で
重
宝
さ
れ

た
一
端
が
窺
え
る
と
共
に
、
先
述
の
医
師
情
報
と
同
様
に
、

健
康
に
有
益
な
品
に
対
す
る
情
報
に
も
、
大
名
や
旗
本
は
強

い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
か
え
て 

 

藩
医
を
含
め
た
家
臣
達
は
、
病
弱
な
元
賢
を
無
事
成
長
さ

せ
る
た
め
に
、
色
々
と
手
を
尽
く
し
た
。
「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」

の
事
例
で
見
た
よ
う
に
家
臣
が
「
試
食
」
ま
で
し
て
、
元
賢

の
健
康
の
回
復
と
そ
の
維
持
に
心
を
砕
い
た
。 

特
に
藩
医
は
医
療
の
専
門
家
と
し
て
、
日
常
、
元
賢
の
健

康
を
管
理
す
る
と
共
に
、
病
状
に
よ
っ
て
は
藩
外
の
医
師
（
萩

藩
や
幕
府
の
医
師
）
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
、
ま
た
町
医
の

力
も
借
り
な
が
ら
、
彼
の
健
康
回
復
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
家
臣
達
、
特
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
病
気
の
原
因

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
の
事
例

を
見
る
こ
と
で
こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
し
、
本
稿
の
結
び
と

し
た
い
。 

貞
享
元
年
五
月
十
三
日
、
元
賢
は
風
気
を
発
し
、
「
歯
浮
」

や
「
支
心
」
、
腹
の
不
調
と
い
っ
た
様
々
な
症
状
が
緩
や
か
な

が
ら
続
い
た
。
そ
の
た
め
体
調
不
良
を
理
由
に
「
兵
法
之
御

稽
古
」
や
読
書
は
中
止
さ
れ
、
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
隆
廉
は
、
桜
井
隆
雄
を
通
じ
て
元
賢
に
、
朝
の

読
書
を
当
面
取
り
止
め
る
よ
う
暗
に
勧
め
る
と
共
に
、「
少
ニ

（

）
（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）
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な
お
、
坂
本
の
ア
ド
バ
イ
ス
で
は
北
村
以
外
に
は
碁
打
ち

の
本
因
坊
を
挙
げ
、
彼
も
「
御
近
付
」
に
な
る
の
に
適
し
た

人
物
と
し
て
勧
め
る
。 

結
果
と
し
て
徳
山
藩
は
坂
本
が
示
し
た
人
物
の
内
、
本
因

坊
を
介
し
て
牧
野
と
の
関
係
構
築
に
動
い
た
よ
う
だ
。
そ
れ

が
直
接
的
に
功
を
奏
し
た
確
証
は
な
い
が
、
元
賢
は
、
貞
享

五
年
の
暮
れ
、
日
向
守
に
叙
任
す
る
こ
と
が
で
き
た
の
で
あ

る
。
本
例
は
薬
の
処
方
を
き
っ
か
け
に
用
い
て
、
人
脈
形
成

を
は
か
ろ
う
と
す
る
事
例
と
し
て
紹
介
し
た
。 

（
五
）
薬
剤
等
を
め
ぐ
っ
て 

大
名
等
の
贈
答
品
に
は
、
薬
剤
や
「
健
康
食
品
」
の
配
布

も
あ
っ
た
よ
う
だ
。
そ
れ
ぞ
れ
一
例
ず
つ
を
挙
げ
る
。 

ま
ず
薬
剤
に
つ
い
て
は
、「
反
魂
丹
」（
ま
た
は
「
返
魂
丹
」
）

と
い
う
薬
が
出
て
き
た
。
腹
痛
な
ど
に
効
能
が
あ
る
と
い
う
。

貞
享
二
年
十
月
十
八
日
、
元
賢
の
「
御
用
」
と
し
て
、「
三
剤
」

を
藩
医
宮
脇
仲
策
に
命
じ
て
調
合
さ
せ
、
御
薬
役
の
山
崎
権

兵
衛
に
渡
し
て
い
る
。
こ
れ
以
前
、
元
賢
が
体
調
を
崩
し
た

様
子
は
見
受
け
ら
れ
な
い
の
で
、
実
際
に
「
反
魂
丹
」
を
服

用
し
た
か
は
定
か
で
は
な
い
。
し
か
し
翌
々
日
二
十
日
の
記

事
を
見
る
と
、
井
上
政
敞
夫
人
に
「
御
約
束
之
反
魂
剤
」
を

「
一
剤
」
、
ま
た
葉
室
頼
孝
夫
人
に
も
、
先
方
の
求
め
に
応
じ

て
「
一
剤
」
を
、
元
賢
自
筆
の
書
状
を
添
え
て
送
っ
て
い
る
。

宮
脇
に
調
剤
が
命
じ
ら
れ
た
「
三
剤
」
の
う
ち
の
二
剤
は
親

類
の
手
に
渡
す
た
め
の
「
御
用
」
だ
っ
た
可
能
性
も
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
の
家
の
医
療
に
関
わ
る
人
々
が
「
反
魂
丹
」
を
作

る
技
術
が
な
か
っ
た
と
も
、
ま
た
徳
山
藩
医
の
宮
脇
仲
策
が

そ
の
調
剤
の
名
人
と
も
考
え
に
く
い
が
、
親
類
か
ら
の
依
頼

に
基
づ
い
た
こ
と
と
は
言
い
な
が
ら
、
薬
も
他
家
へ
贈
ら
れ

る
品
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
は
興
味
深
い
。 

次
に
「
健
康
食
品
」
と
思
わ
れ
る
「
乳
腐
」
に
つ
い
て
で

あ
る
。
当
時
の
「
乳
腐
」
の
具
体
像
は
詳
ら
か
に
で
き
な
い

が
、
発
酵
食
品
で
あ
り
、
健
康
維
持
の
た
め
に
食
さ
れ
た
こ

と
は
想
像
さ
れ
る
。 

さ
て
天
和
二
年
三
月
十
七
日
、
徳
山
藩
医
の
宮
脇
仲
策
が
、

藩
の
許
し
を
得
て
「
乳
腐
」
を
少
し
分
け
与
え
ら
れ
た
。
藩

医
が
求
め
る
以
上
、
医
療
行
為
関
係
の
使
用
と
考
え
ら
れ
る
。

医
療
用
で
あ
っ
た
こ
と
は
同
年
十
月
四
日
条
に
、「
今
冬
も
乳

腐
被
召
上
哉
と
宮
脇
仲
策
へ
両
度
令
相
談
候
」
と
あ
っ
て
、

冬
の
間
に
元
賢
は
「
乳
腐
」
を
摂
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
も
理

解
で
き
る
（
こ
の
時
宮
脇
は
「
去
冬
之
御
つ
か
へ
之
節
、
連
々

（

）

（

）

（

）

（

）

（

）
乳
腐
あ
か
り
候
故
ニ
而
有
之
哉
」
と
、
昨
冬
の
「
つ
か
え
」

の
原
因
を
「
乳
腐
」
の
摂
取
と
判
じ
て
い
た
が
、
そ
れ
を
心

許
な
く
思
っ
た
隆
廉
は
、
山
添
宗
積
に
相
談
し
、
山
添
の
了

承
を
得
た
こ
と
か
ら
、
摂
取
を
勧
め
て
い
る
）
。 

な
お
天
和
二
年
六
月
十
日
、
貞
享
元
年
十
一
月
二
十
八
日
、

元
禄
二
年
閏
正
月
十
日
の
各
条
に
、「
乳
腐
」
が
大
名
や
旗
本

に
分
け
与
え
ら
れ
た
と
あ
る
。
分
け
与
え
た
先
は
、
但
馬
国

出
石
藩
主
小
出
英
安
（
天
和
二
年
）
、
旗
本
筒
井
政
勝
（
貞
享

元
年
）
、
陸
奥
国
中
村
藩
主
相
馬
昌
胤
（
元
禄
二
年
）
で
あ
る
。

し
か
も
彼
ら
は
、
「
未
被
仰
通
候
」
（
小
出
）
や
「
い
ま
た
御

近
付
ニ
而
無
之
」（
筒
井
）
と
あ
る
よ
う
に
、
日
頃
か
ら
通
交

の
あ
る
人
々
で
は
な
い
。
そ
の
た
め
、
家
臣
が
直
接
交
渉
に

訪
れ
た
り
（
小
出
・
相
馬
）
、
徳
山
藩
と
親
し
い
人
物
を
介
し

て
（
筒
井
）
要
望
を
申
し
入
れ
た
り
し
て
い
る
。
徳
山
藩
製

「
乳
腐
」
に
ど
の
よ
う
な
効
能
が
期
待
さ
れ
て
い
た
の
か
、

ど
れ
ほ
ど
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
の
か
は
不
詳
だ
が
、
そ

れ
が
ご
く
一
部
と
は
言
え
、
大
名
や
旗
本
の
間
で
重
宝
さ
れ

た
一
端
が
窺
え
る
と
共
に
、
先
述
の
医
師
情
報
と
同
様
に
、

健
康
に
有
益
な
品
に
対
す
る
情
報
に
も
、
大
名
や
旗
本
は
強

い
関
心
を
寄
せ
て
い
た
よ
う
で
あ
る
。 

お
わ
り
に
か
え
て 

 

藩
医
を
含
め
た
家
臣
達
は
、
病
弱
な
元
賢
を
無
事
成
長
さ

せ
る
た
め
に
、
色
々
と
手
を
尽
く
し
た
。
「
百
舌
鳥
の
黒
焼
」

の
事
例
で
見
た
よ
う
に
家
臣
が
「
試
食
」
ま
で
し
て
、
元
賢

の
健
康
の
回
復
と
そ
の
維
持
に
心
を
砕
い
た
。 

特
に
藩
医
は
医
療
の
専
門
家
と
し
て
、
日
常
、
元
賢
の
健

康
を
管
理
す
る
と
共
に
、
病
状
に
よ
っ
て
は
藩
外
の
医
師
（
萩

藩
や
幕
府
の
医
師
）
の
指
示
を
受
け
な
が
ら
、
ま
た
町
医
の

力
も
借
り
な
が
ら
、
彼
の
健
康
回
復
に
努
め
た
の
で
あ
っ
た
。 

と
こ
ろ
で
家
臣
達
、
特
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
病
気
の
原
因

を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
三
つ
の
事
例

を
見
る
こ
と
で
こ
の
疑
問
を
明
ら
か
に
し
、
本
稿
の
結
び
と

し
た
い
。 

貞
享
元
年
五
月
十
三
日
、
元
賢
は
風
気
を
発
し
、
「
歯
浮
」

や
「
支
心
」
、
腹
の
不
調
と
い
っ
た
様
々
な
症
状
が
緩
や
か
な

が
ら
続
い
た
。
そ
の
た
め
体
調
不
良
を
理
由
に
「
兵
法
之
御

稽
古
」
や
読
書
は
中
止
さ
れ
、
治
療
に
専
念
す
る
こ
と
に
な

る
。
こ
の
時
隆
廉
は
、
桜
井
隆
雄
を
通
じ
て
元
賢
に
、
朝
の

読
書
を
当
面
取
り
止
め
る
よ
う
暗
に
勧
め
る
と
共
に
、「
少
ニ

（

）
（

）

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

七
三



而
も
御
気
之
つ
ま
り
被
成
候
は
御
無
用
ニ
」
、
「
御
兵
法
・
御

鑓
等
之
儀
は
御
心
次
第
」
に
と
、
元
賢
が
好
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
兵
法
や
鑓
の
稽
古
は
心
次
第
に
、
気
詰
ま
り
と
な
り

や
す
い
勉
学
は
暫
く
の
休
止
を
提
案
し
た
。
結
果
、
元
賢
は
、

読
書
の
「
御
延
引
」
を
選
択
し
た
。 

貞
享
二
年
五
月
十
八
日
条
に
は
、
隆
廉
が
病
後
の
こ
と
を

述
べ
た
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
賢
の
気
鬱
を

散
じ
る
た
め
に
月
に
二
・
三
度
は
渋
谷
下
屋
敷
に
出
掛
け
る

か
、「
乱
舞
役
者
」
に
「
御
囃
子
な
と
」
を
命
じ
る
こ
と
、
ま

た
、
元
賢
は
日
頃
家
臣
か
ら
の
「
御
用
・
窺
事
」
な
ど
が
多

く
「
雑
儀
」
に
時
間
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
現
状
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。 

貞
享
三
年
六
月
二
十
三
日
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
病
気
の
原

因
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
彼
が
福
間
隆
信
と
山
下

次
郎
左
衛
門
に
語
っ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
元
賢
の
今
回
の
病

気
は
、「
御
気
鬱
」
よ
り
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
殿
様
が
「
御
年
之
程

よ
り
も
御
心
体
き
つ
と
被
遊
」
、「
御
行
儀
堅
」
、
し
か
も
朝
か

ら
晩
ま
で
袴
を
は
い
て
い
る
。
ま
た
、
好
み
と
は
い
え
読
書

に
没
頭
す
る
し
、「
御
持
仏
」
へ
の
例
月
の
拝
礼
も
欠
か
さ
な

い
。
こ
う
し
た
堅
苦
し
い
こ
と
の
継
続
が
病
の
原
因
で
あ
る

と
分
析
、
今
後
は
少
し
緩
め
、
御
居
間
で
は
「
御
自
由
」
で

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
慰
め
の
た
め
に
「
乱

舞
役
者
」
を
今
少
し
側
に
置
く
な
ど
し
て
、「
行
儀
つ
よ
き
事

計
」
好
ま
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
環

境
づ
く
り
を
提
案
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
負
担
軽
減
、
特
に
精
神

的
な
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。
つ
ま
り
心
的
ス
ト
レ
ス
が
病
気
の
原
因
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
と
か
く
不
行
跡
が
主
君
の
廃
立
・
交
代
の
要

因
の
一
つ
に
な
り
が
ち
な
中
で
、
堅
苦
し
い
振
る
舞
い
を
少

し
緩
め
る
よ
う
勧
め
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
い
と
言
え
よ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
貞
享
三
年
の
事
例
で
、
隆
廉
か
ら
の
話
を
聞
い

た
翌
日
、
山
下
が
隆
廉
の
主
張
を
受
け
て
、「
御
不
行
儀
を
被

成
候
様
ニ
と
ハ
」
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
一
般
的
な
家
臣
の
反
応
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
本
来
で

あ
れ
ば
、
隆
廉
も
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
え
て
元
賢
の
心
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
の
た
め
に
、
勉
学
の
遅

れ
に
は
目
を
瞑
っ
た
り
、
堅
苦
し
い
所
作
の
緩
和
に
踏
み
込

ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
家
臣
達
は
単
に

薬
湯
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
状
態
に
も
目
を
配
り
な

が
ら
、
藩
主
の
病
気
回
復
と
健
康
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
る
。 

  

註（
１
）
酒
井
シ
ズ
『
病
が
語
る
日
本
史
』（
講
談
社
、
平
成
十
四
年
）
。

新
村
拓
編
『
日
本
医
療
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
八
年
）
。

氏
家
幹
人
『
江
戸
の
病
』
（
講
談
社
、
平
成
二
十
一
年
）
。 

（
２
）
池
田
仁
子
『
近
世
金
沢
の
医
療
と
医
家
』
（
岩
田
書
院
、
平

成
二
十
七
年
）
、
同
「
元
治
元
年
前
田
慶
寧
の
退
京
・
謹
慎
と

金
谷
御
殿
に
お
け
る
治
療
」（
『
金
沢
城
研
究
』
第
一
三
号
、
平

成
二
十
七
年
）
、
同
「
近
世
初
期
加
賀
藩
藩
主
前
田
家
の
病
と

治
療
・
医
家
」
（
『
同
』
第
一
四
号
、
平
成
二
十
八
年
）
。 

（
３
）『
徳
山
市
史

上
巻
』（
徳
山
市
史
編
纂
委
員
会
、
昭
和
五
十

九
年
）
。
元
賢
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
生
ま
れ
る
。

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
元
服
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
従

五
位
下
日
向
守
に
叙
任
し
た
。
治
世
は
約
一
〇
年
。 

（
４
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
譜
録
」
一
〇
一
八
・
一
〇
一
九
。
福
間

茂
左
衛
門
隆
廉
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
生
、
享
保
八
年
（
一

七
二
三
）
没
。
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
五
一
歳
の
時
に
一
代

御
用
人
に
昇
格
し
、
御
居
間
都
合
役
に
就
く
。
そ
の
際
、
元
賢

が
幼
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
入
国
を
果
た
す
ま
で
江
戸
定
府

を
命
じ
ら
れ
た
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
、
元
賢
の
初
入
国

に
際
し
、
隆
廉
も
こ
れ
に
同
行
し
て
徳
山
へ
戻
る
。
翌
元
禄
元

年
の
江
戸
出
府
に
も
従
う
。
さ
ら
に
元
禄
二
年
、
元
賢
の
二
度

目
の
帰
国
に
同
行
す
る
が
、
元
禄
三
年
の
江
戸
出
府
の
際
に
は

国
元
に
と
ど
ま
っ
た
。 

（
５
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
福
間
隆
廉
自
記
」
一
～
一
九
。
藩
に
よ

り
後
年
付
さ
れ
た
表
題
は
「
福
間
茂
左
衛
門
隆
廉
自
記
写
」
。

な
お
一
四
は
貞
享
四
年
の
初
入
国
に
伴
う
道
中
の
記
録
、
一
九

は
三
代
藩
主
元
次
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一

か
ら
一
八
（
一
四
を
除
く
）
の
記
事
を
対
象
と
す
る
。 

（
６
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
。 

（
７
）
養
生
薬
の
手
掛
か
り
と
な
り
そ
う
な
記
事
に
、
貞
享
四
年
十

二
月
五
日
条
「
為
御
養
生
大
補
湯
練
薬
常
岡
玄
常
調
合
、
今
昼

よ
り
被
召
上
之
」
が
あ
る
。
こ
の
前
後
に
元
賢
が
風
気
な
ど
を

患
っ
た
形
跡
が
な
く
、
「
大
補
湯
」
が
こ
の
時
に
選
択
さ
れ
た

養
生
薬
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

（
８
）「
福
間
自
記
」
で
は
、「
舌
内
」
治
療
の
た
め
の
「
百
舌
鳥
の

黒
焼
」
服
用
以
外
の
方
法
に
触
れ
た
記
事
が
あ
る
。
病
気
平
癒

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

七
四



而
も
御
気
之
つ
ま
り
被
成
候
は
御
無
用
ニ
」
、
「
御
兵
法
・
御

鑓
等
之
儀
は
御
心
次
第
」
に
と
、
元
賢
が
好
ん
で
い
た
と
思

わ
れ
る
兵
法
や
鑓
の
稽
古
は
心
次
第
に
、
気
詰
ま
り
と
な
り

や
す
い
勉
学
は
暫
く
の
休
止
を
提
案
し
た
。
結
果
、
元
賢
は
、

読
書
の
「
御
延
引
」
を
選
択
し
た
。 

貞
享
二
年
五
月
十
八
日
条
に
は
、
隆
廉
が
病
後
の
こ
と
を

述
べ
た
く
だ
り
が
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
元
賢
の
気
鬱
を

散
じ
る
た
め
に
月
に
二
・
三
度
は
渋
谷
下
屋
敷
に
出
掛
け
る

か
、「
乱
舞
役
者
」
に
「
御
囃
子
な
と
」
を
命
じ
る
こ
と
、
ま

た
、
元
賢
は
日
頃
家
臣
か
ら
の
「
御
用
・
窺
事
」
な
ど
が
多

く
「
雑
儀
」
に
時
間
を
取
ら
れ
て
し
ま
っ
て
い
る
の
で
、
こ

の
現
状
を
改
善
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
言
う
。 

貞
享
三
年
六
月
二
十
三
日
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
病
気
の
原

因
に
つ
い
て
考
え
を
述
べ
て
い
る
。
彼
が
福
間
隆
信
と
山
下

次
郎
左
衛
門
に
語
っ
た
こ
と
に
よ
れ
ば
、
元
賢
の
今
回
の
病

気
は
、「
御
気
鬱
」
よ
り
発
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。
な
ぜ
そ
の

よ
う
な
事
態
と
な
っ
た
の
か
。
そ
れ
は
殿
様
が
「
御
年
之
程

よ
り
も
御
心
体
き
つ
と
被
遊
」
、「
御
行
儀
堅
」
、
し
か
も
朝
か

ら
晩
ま
で
袴
を
は
い
て
い
る
。
ま
た
、
好
み
と
は
い
え
読
書

に
没
頭
す
る
し
、「
御
持
仏
」
へ
の
例
月
の
拝
礼
も
欠
か
さ
な

い
。
こ
う
し
た
堅
苦
し
い
こ
と
の
継
続
が
病
の
原
因
で
あ
る

と
分
析
、
今
後
は
少
し
緩
め
、
御
居
間
で
は
「
御
自
由
」
で

も
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
す
る
。
ま
た
慰
め
の
た
め
に
「
乱

舞
役
者
」
を
今
少
し
側
に
置
く
な
ど
し
て
、「
行
儀
つ
よ
き
事

計
」
好
ま
れ
る
こ
と
を
問
題
視
し
、
リ
ラ
ッ
ク
ス
で
き
る
環

境
づ
く
り
を
提
案
し
て
い
る
。 

以
上
の
よ
う
に
隆
廉
は
、
元
賢
の
負
担
軽
減
、
特
に
精
神

的
な
ス
ト
レ
ス
の
緩
和
に
つ
い
て
言
及
し
て
い
る
こ
と
が
見

て
取
れ
る
。
つ
ま
り
心
的
ス
ト
レ
ス
が
病
気
の
原
因
だ
と
い

う
の
で
あ
る
。
と
か
く
不
行
跡
が
主
君
の
廃
立
・
交
代
の
要

因
の
一
つ
に
な
り
が
ち
な
中
で
、
堅
苦
し
い
振
る
舞
い
を
少

し
緩
め
る
よ
う
勧
め
る
ケ
ー
ス
は
珍
し
い
と
言
え
よ
う
。
そ

の
こ
と
は
、
貞
享
三
年
の
事
例
で
、
隆
廉
か
ら
の
話
を
聞
い

た
翌
日
、
山
下
が
隆
廉
の
主
張
を
受
け
て
、「
御
不
行
儀
を
被

成
候
様
ニ
と
ハ
」
申
し
上
げ
ら
れ
な
い
と
言
っ
て
い
る
が
、

こ
れ
が
一
般
的
な
家
臣
の
反
応
で
あ
っ
た
だ
ろ
う
。
本
来
で

あ
れ
ば
、
隆
廉
も
同
様
で
あ
っ
た
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、

あ
え
て
元
賢
の
心
の
ス
ト
レ
ス
軽
減
の
た
め
に
、
勉
学
の
遅

れ
に
は
目
を
瞑
っ
た
り
、
堅
苦
し
い
所
作
の
緩
和
に
踏
み
込

ん
だ
り
し
て
い
る
こ
と
は
注
目
に
値
す
る
。
家
臣
達
は
単
に

薬
湯
に
頼
る
だ
け
で
は
な
く
、
心
の
状
態
に
も
目
を
配
り
な

が
ら
、
藩
主
の
病
気
回
復
と
健
康
維
持
に
努
め
た
の
で
あ
る
。 

  

註（
１
）
酒
井
シ
ズ
『
病
が
語
る
日
本
史
』（
講
談
社
、
平
成
十
四
年
）
。

新
村
拓
編
『
日
本
医
療
史
』
（
吉
川
弘
文
館
、
平
成
十
八
年
）
。

氏
家
幹
人
『
江
戸
の
病
』
（
講
談
社
、
平
成
二
十
一
年
）
。 

（
２
）
池
田
仁
子
『
近
世
金
沢
の
医
療
と
医
家
』
（
岩
田
書
院
、
平

成
二
十
七
年
）
、
同
「
元
治
元
年
前
田
慶
寧
の
退
京
・
謹
慎
と

金
谷
御
殿
に
お
け
る
治
療
」（
『
金
沢
城
研
究
』
第
一
三
号
、
平

成
二
十
七
年
）
、
同
「
近
世
初
期
加
賀
藩
藩
主
前
田
家
の
病
と

治
療
・
医
家
」
（
『
同
』
第
一
四
号
、
平
成
二
十
八
年
）
。 

（
３
）『
徳
山
市
史

上
巻
』（
徳
山
市
史
編
纂
委
員
会
、
昭
和
五
十

九
年
）
。
元
賢
は
、
寛
文
十
年
（
一
六
七
〇
）
に
生
ま
れ
る
。

貞
享
二
年
（
一
六
八
五
）
元
服
、
元
禄
元
年
（
一
六
八
八
）
従

五
位
下
日
向
守
に
叙
任
し
た
。
治
世
は
約
一
〇
年
。 

（
４
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
譜
録
」
一
〇
一
八
・
一
〇
一
九
。
福
間

茂
左
衛
門
隆
廉
は
寛
永
八
年
（
一
六
三
一
）
生
、
享
保
八
年
（
一

七
二
三
）
没
。
天
和
元
年
（
一
六
八
一
）
五
一
歳
の
時
に
一
代

御
用
人
に
昇
格
し
、
御
居
間
都
合
役
に
就
く
。
そ
の
際
、
元
賢

が
幼
年
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
初
入
国
を
果
た
す
ま
で
江
戸
定
府

を
命
じ
ら
れ
た
。
貞
享
四
年
（
一
六
八
七
）
、
元
賢
の
初
入
国

に
際
し
、
隆
廉
も
こ
れ
に
同
行
し
て
徳
山
へ
戻
る
。
翌
元
禄
元

年
の
江
戸
出
府
に
も
従
う
。
さ
ら
に
元
禄
二
年
、
元
賢
の
二
度

目
の
帰
国
に
同
行
す
る
が
、
元
禄
三
年
の
江
戸
出
府
の
際
に
は

国
元
に
と
ど
ま
っ
た
。 

（
５
）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
福
間
隆
廉
自
記
」
一
～
一
九
。
藩
に
よ

り
後
年
付
さ
れ
た
表
題
は
「
福
間
茂
左
衛
門
隆
廉
自
記
写
」
。

な
お
一
四
は
貞
享
四
年
の
初
入
国
に
伴
う
道
中
の
記
録
、
一
九

は
三
代
藩
主
元
次
期
の
も
の
で
あ
る
。
そ
こ
で
本
稿
で
は
、
一

か
ら
一
八
（
一
四
を
除
く
）
の
記
事
を
対
象
と
す
る
。 

（
６
）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
。 

（
７
）
養
生
薬
の
手
掛
か
り
と
な
り
そ
う
な
記
事
に
、
貞
享
四
年
十

二
月
五
日
条
「
為
御
養
生
大
補
湯
練
薬
常
岡
玄
常
調
合
、
今
昼

よ
り
被
召
上
之
」
が
あ
る
。
こ
の
前
後
に
元
賢
が
風
気
な
ど
を

患
っ
た
形
跡
が
な
く
、
「
大
補
湯
」
が
こ
の
時
に
選
択
さ
れ
た

養
生
薬
の
一
つ
と
も
考
え
ら
れ
る
。 

（
８
）「
福
間
自
記
」
で
は
、「
舌
内
」
治
療
の
た
め
の
「
百
舌
鳥
の

黒
焼
」
服
用
以
外
の
方
法
に
触
れ
た
記
事
が
あ
る
。
病
気
平
癒

近
世
大
名
の
病
と
健
康
―
徳
山
藩
二
代
藩
主
毛
利
元
賢
の
事
例
か
ら
―
（
吉
田
）

七
五



の
た
め
、
上
野
国
館
林
の
黒
瀧
山
の
住
職
・
潮
音
道
海
へ
祈
祷

を
依
頼
し
た
記
事
（
天
和
二
年
九
月
十
四
日
条
、
貞
享
二
年
五

月
二
十
七
日
条
）
。
ま
た
鍼
医
の
杉
山
検
校
は
、「
御
舌
内
之
し

ふ
り
申
事
も
御
つ
か
へ
之
わ
さ
」
と
原
因
を
示
し
、
二
・
三
年

の
継
続
的
な
鍼
治
療
を
勧
め
る
（
天
和
二
年
十
一
月
二
十
三
日

条
）
。
こ
の
「
つ
か
へ
」
は
、
幼
少
か
ら
の
「
御
腹
」
の
「
つ

か
へ
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
天
和
三
年
二
月
二
十
三
日
条
）
。

ま
た
内
容
の
記
述
は
な
い
が
、
黄
檗
宗
の
僧
・
鉄
牛
道
機
へ
相

談
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
天
和
三
年
五
月
六
日
条
）
。「
百

舌
鳥
の
黒
焼
」
が
「
舌
内
」
治
癒
に
向
け
様
々
な
試
み
が
な
さ

れ
た
中
で
選
択
さ
れ
た
治
療
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
（
二
人
の
僧
侶
に
つ
い
て
は
吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』

を
参
照
）
。 

（

９
）
山
添
宗
積
、
実
名
は
以
直
。
「
小
児
の
医
」
を
も
っ
て
萩
藩

五
代
藩
主
毛
利
吉
元
に
仕
え
て
い
た
が
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇

八
）
に
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
た
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

第
二
〇
、
以
下
『
寛
政
譜
』
と
略
記
す
る
）
。
つ
ま
り
元
賢
期

に
は
萩
藩
医
で
あ
っ
た
。
ま
た
奥
山
立
庵
の
実
名
は
玄
建
。
天

和
二
年
に
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
た
医
師
で
あ
る
（
『
寛
政
譜
』

第
二
二
）
。 

（

）「
福
間
自
記
」
は
貞
享
三
年
五
月
の
記
事
を
欠
失
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
部
分
は
「
記
録
所
日
記
」（
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
記

録
所
日
記
」
二
六
）
で
補
う
。
五
月
二
十
八
日
に
は
「
少
々
御

病
気
」
と
の
既
述
は
あ
る
が
、
こ
の
日
徳
山
藩
邸
で
催
さ
れ
た

宴
は
滞
り
な
く
執
り
行
わ
れ
て
い
る
（
「
亥
ノ
刻
」
散
会
と
の

こ
と
）
。
こ
の
無
理
が
引
き
金
と
な
っ
た
の
か
、
翌
二
十
九
日

に
は
「
御
気
色
」
が
よ
く
な
く
、
「
少
々
御
む
く
ミ
も
」
出
た

と
こ
と
か
ら
、
山
添
・
奥
山
の
両
医
師
が
招
か
れ
た
。 

（

）
例
え
ば
、
天
和
二
年
二
月
九
日
に
は
四
名
の
藩
医
が
、
天

和
三
年
七
月
二
十
一
日
に
は
三
名
の
藩
医
が
容
体
を
伺
っ
て

い
る
。 

（

）
灸
治
が
無
事
済
む
と
祝
い
と
し
て
吸
い
物
や
酒
が
振
る
舞

わ
れ
た
。
天
和
二
年
二
月
三
日
で
は
「
初
御
灸
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
「
御
台
所
下
々
」
へ
も
振
る
舞
わ
れ
た
由
で
あ
る
。 

（

）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
譜
録
」
一
一
六
二
～
一
一
六
四
。
祐

仙
の
実
名
は
重
方
、
後
に
堯
智
と
名
乗
る
。
徳
山
藩
に
召
し
抱

え
ら
れ
る
前
は
、
「
松
平
越
後
守
様
江
仕
官
仕
、
其
後
浪
人
、

江
戸
罷
在
候
」
と
あ
り
、
越
後
国
高
田
藩
の
浪
人
で
江
戸
に
い

た
と
言
う
。
十
人
扶
持
で
御
馬
廻
の
格
式
で
徳
山
藩
に
仕
官
。 

（

）
竹
田
法
印
、
実
名
は
定
快
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）

に
家
督
を
継
ぎ
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
、
法
印
に
叙
せ
ら

れ
た
（
『
寛
政
譜
』
第
一
二
）
。 

（

）
平
賀
玄
孝
は
天
和
三
年
家
督
を
継
ぐ
。
玄
得
は
そ
の
子
。

親
子
で
徳
山
藩
と
関
係
が
深
か
っ
た
（
『
寛
政
譜
』
第
二
二
）
。 

（

）
井
上
玄
徹
は
貞
享
元
年
に
家
督
を
継
ぐ
。
祖
父
以
来
、
三

代
に
わ
た
っ
て
幕
府
に
仕
え
る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
二
）
。 

（

）
六
月
六
日
、
元
賢
に
浮
腫
が
増
し
、
病
状
が
悪
化
し
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
隆
廉
達
は
、
こ
れ
ま
で
診
察

を
依
頼
し
て
き
た
山
添
宗
積
の
薬
を
奥
山
立
庵
の
薬
に
切
り

替
え
よ
う
と
す
る
。
藩
医
達
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
小
児
」
担

当
の
山
添
で
は
一
七
歳
の
元
賢
に
は
薬
が
弱
い
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
時
に
は
元
賢
が
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き

宗
積
の
薬
が
投
与
さ
れ
た
。
し
か
し
六
月
八
日
に
な
っ
て
も
病

状
の
回
復
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
奥
山
立
庵
の
薬

に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
病
状
回
復
が
見
込
め
な
い
藩
外
の
医
師

は
、
交
代
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。 

（

）
村
田
忠
庵
は
、「
福
間
自
記
」
の
割
書
に
よ
れ
ば
、「
町
医
、

御
奉
書
医
者
」
と
あ
る
。
医
術
の
腕
を
買
わ
れ
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
た
村
田
昌
伯
が
こ
の

人
物
と
推
定
さ
れ
る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
〇
）
。
長
尾
善
庵
は
同

じ
く
「
福
間
自
記
」
の
割
書
に
、
「
御
医
、
松
平
讃
岐
守
殿
御

ふ
ち
取
」
と
あ
り
、
讃
岐
国
高
松
藩
松
平
頼
常
の
藩
医
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
そ
の
子
が
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い

る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
〇
）
。 

（

）
岡
部
正
敦
は
、
旗
本
。
実
兄
・
高
成
の
養
子
と
な
る
。
高

成
の
室
が
毛
利
就
隆
の
女
な
の
で
、
正
敦
は
元
賢
の
義
理
の
甥

と
な
る
（
『
寛
政
譜
』
第
一
四
）
。 

（

）
若
狭
国
小
浜
藩
酒
井
家
三
代
藩
主
。
忠
隆
の
従
兄
弟
で
あ

る
酒
井
忠
国
（
初
名
忠
栄
、
安
房
国
勝
山
藩
初
代
藩
主
）
に
就

隆
の
女
が
嫁
ぐ
。
な
お
、
忠
隆
の
妹
が
元
賢
の
室
と
な
る
（
『
寛

政
譜
』
第
二
）
。 

（

）
川
島
周
庵
、
実
名
は
昌
久
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に

家
を
継
ぐ
。
四
代
に
わ
た
る
幕
府
の
医
師
で
あ
る
（
（
『
寛
政
譜
』

第
一
七
）
。
杉
山
仲
恵
、
実
名
は
元
政
。
外
科
医
で
、
寛
文
十

年
（
一
六
七
〇
）
に
幕
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
（
『
寛
政
譜
』

第
二
〇
）
。 

（

）
川
勝
広
成
は
御
小
姓
組
に
列
す
る
旗
本
（
『
寛
政
譜
』
第
一

八
）
。
伊
奈
忠
易
は
代
官
を
務
め
る
旗
本
で
、
伊
奈
忠
知
は
そ

の
子
（
『
寛
政
譜
』
第
一
五
）
。
毛
利
元
教
は
御
書
院
番
に
列
す

る
旗
本
（
『
寛
政
譜
』
第
一
〇
）
。 

近
世
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の
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―
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ら
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の
た
め
、
上
野
国
館
林
の
黒
瀧
山
の
住
職
・
潮
音
道
海
へ
祈
祷

を
依
頼
し
た
記
事
（
天
和
二
年
九
月
十
四
日
条
、
貞
享
二
年
五

月
二
十
七
日
条
）
。
ま
た
鍼
医
の
杉
山
検
校
は
、「
御
舌
内
之
し

ふ
り
申
事
も
御
つ
か
へ
之
わ
さ
」
と
原
因
を
示
し
、
二
・
三
年

の
継
続
的
な
鍼
治
療
を
勧
め
る
（
天
和
二
年
十
一
月
二
十
三
日

条
）
。
こ
の
「
つ
か
へ
」
は
、
幼
少
か
ら
の
「
御
腹
」
の
「
つ

か
へ
」
と
の
こ
と
で
あ
る
（
天
和
三
年
二
月
二
十
三
日
条
）
。

ま
た
内
容
の
記
述
は
な
い
が
、
黄
檗
宗
の
僧
・
鉄
牛
道
機
へ
相

談
の
場
が
設
け
ら
れ
て
い
る
（
天
和
三
年
五
月
六
日
条
）
。「
百

舌
鳥
の
黒
焼
」
が
「
舌
内
」
治
癒
に
向
け
様
々
な
試
み
が
な
さ

れ
た
中
で
選
択
さ
れ
た
治
療
法
の
一
つ
で
あ
っ
た
こ
と
が
わ

か
る
（
二
人
の
僧
侶
に
つ
い
て
は
吉
川
弘
文
館
『
国
史
大
辞
典
』

を
参
照
）
。 

（

９
）
山
添
宗
積
、
実
名
は
以
直
。
「
小
児
の
医
」
を
も
っ
て
萩
藩

五
代
藩
主
毛
利
吉
元
に
仕
え
て
い
た
が
、
宝
永
五
年
（
一
七
〇

八
）
に
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
た
（
『
新
訂
寛
政
重
修
諸
家
譜
』

第
二
〇
、
以
下
『
寛
政
譜
』
と
略
記
す
る
）
。
つ
ま
り
元
賢
期

に
は
萩
藩
医
で
あ
っ
た
。
ま
た
奥
山
立
庵
の
実
名
は
玄
建
。
天

和
二
年
に
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
た
医
師
で
あ
る
（
『
寛
政
譜
』

第
二
二
）
。 

（

）「
福
間
自
記
」
は
貞
享
三
年
五
月
の
記
事
を
欠
失
し
て
い
る

の
で
、
こ
の
部
分
は
「
記
録
所
日
記
」（
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
記

録
所
日
記
」
二
六
）
で
補
う
。
五
月
二
十
八
日
に
は
「
少
々
御

病
気
」
と
の
既
述
は
あ
る
が
、
こ
の
日
徳
山
藩
邸
で
催
さ
れ
た

宴
は
滞
り
な
く
執
り
行
わ
れ
て
い
る
（
「
亥
ノ
刻
」
散
会
と
の

こ
と
）
。
こ
の
無
理
が
引
き
金
と
な
っ
た
の
か
、
翌
二
十
九
日

に
は
「
御
気
色
」
が
よ
く
な
く
、
「
少
々
御
む
く
ミ
も
」
出
た

と
こ
と
か
ら
、
山
添
・
奥
山
の
両
医
師
が
招
か
れ
た
。 

（

）
例
え
ば
、
天
和
二
年
二
月
九
日
に
は
四
名
の
藩
医
が
、
天

和
三
年
七
月
二
十
一
日
に
は
三
名
の
藩
医
が
容
体
を
伺
っ
て

い
る
。 

（

）
灸
治
が
無
事
済
む
と
祝
い
と
し
て
吸
い
物
や
酒
が
振
る
舞

わ
れ
た
。
天
和
二
年
二
月
三
日
で
は
「
初
御
灸
」
で
あ
る
こ
と

か
ら
、
「
御
台
所
下
々
」
へ
も
振
る
舞
わ
れ
た
由
で
あ
る
。 

（

）
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
譜
録
」
一
一
六
二
～
一
一
六
四
。
祐

仙
の
実
名
は
重
方
、
後
に
堯
智
と
名
乗
る
。
徳
山
藩
に
召
し
抱

え
ら
れ
る
前
は
、
「
松
平
越
後
守
様
江
仕
官
仕
、
其
後
浪
人
、

江
戸
罷
在
候
」
と
あ
り
、
越
後
国
高
田
藩
の
浪
人
で
江
戸
に
い

た
と
言
う
。
十
人
扶
持
で
御
馬
廻
の
格
式
で
徳
山
藩
に
仕
官
。 

（

）
竹
田
法
印
、
実
名
は
定
快
。
寛
文
十
二
年
（
一
六
七
二
）

に
家
督
を
継
ぎ
、
延
宝
元
年
（
一
六
七
三
）
、
法
印
に
叙
せ
ら

れ
た
（
『
寛
政
譜
』
第
一
二
）
。 

（

）
平
賀
玄
孝
は
天
和
三
年
家
督
を
継
ぐ
。
玄
得
は
そ
の
子
。

親
子
で
徳
山
藩
と
関
係
が
深
か
っ
た
（
『
寛
政
譜
』
第
二
二
）
。 

（

）
井
上
玄
徹
は
貞
享
元
年
に
家
督
を
継
ぐ
。
祖
父
以
来
、
三

代
に
わ
た
っ
て
幕
府
に
仕
え
る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
二
）
。 

（

）
六
月
六
日
、
元
賢
に
浮
腫
が
増
し
、
病
状
が
悪
化
し
た
よ

う
に
見
受
け
ら
れ
た
こ
と
か
ら
、
隆
廉
達
は
、
こ
れ
ま
で
診
察

を
依
頼
し
て
き
た
山
添
宗
積
の
薬
を
奥
山
立
庵
の
薬
に
切
り

替
え
よ
う
と
す
る
。
藩
医
達
の
見
解
に
よ
れ
ば
、
「
小
児
」
担

当
の
山
添
で
は
一
七
歳
の
元
賢
に
は
薬
が
弱
い
と
の
こ
と
で

あ
る
。
こ
の
時
に
は
元
賢
が
反
対
し
た
こ
と
か
ら
、
引
き
続
き

宗
積
の
薬
が
投
与
さ
れ
た
。
し
か
し
六
月
八
日
に
な
っ
て
も
病

状
の
回
復
が
見
ら
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
つ
い
に
奥
山
立
庵
の
薬

に
切
り
替
え
ら
れ
た
。
病
状
回
復
が
見
込
め
な
い
藩
外
の
医
師

は
、
交
代
さ
せ
る
こ
と
も
で
き
た
の
で
あ
る
。 

（

）
村
田
忠
庵
は
、「
福
間
自
記
」
の
割
書
に
よ
れ
ば
、「
町
医
、

御
奉
書
医
者
」
と
あ
る
。
医
術
の
腕
を
買
わ
れ
、
元
禄
十
二
年

（
一
六
九
九
）
に
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
た
村
田
昌
伯
が
こ
の

人
物
と
推
定
さ
れ
る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
〇
）
。
長
尾
善
庵
は
同

じ
く
「
福
間
自
記
」
の
割
書
に
、
「
御
医
、
松
平
讃
岐
守
殿
御

ふ
ち
取
」
と
あ
り
、
讃
岐
国
高
松
藩
松
平
頼
常
の
藩
医
で
あ
る

こ
と
が
わ
か
る
。
後
に
そ
の
子
が
幕
府
に
取
り
立
て
ら
れ
て
い

る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
〇
）
。 

（

）
岡
部
正
敦
は
、
旗
本
。
実
兄
・
高
成
の
養
子
と
な
る
。
高

成
の
室
が
毛
利
就
隆
の
女
な
の
で
、
正
敦
は
元
賢
の
義
理
の
甥

と
な
る
（
『
寛
政
譜
』
第
一
四
）
。 

（

）
若
狭
国
小
浜
藩
酒
井
家
三
代
藩
主
。
忠
隆
の
従
兄
弟
で
あ

る
酒
井
忠
国
（
初
名
忠
栄
、
安
房
国
勝
山
藩
初
代
藩
主
）
に
就

隆
の
女
が
嫁
ぐ
。
な
お
、
忠
隆
の
妹
が
元
賢
の
室
と
な
る
（
『
寛

政
譜
』
第
二
）
。 

（

）
川
島
周
庵
、
実
名
は
昌
久
。
延
宝
八
年
（
一
六
八
〇
）
に

家
を
継
ぐ
。
四
代
に
わ
た
る
幕
府
の
医
師
で
あ
る
（
（
『
寛
政
譜
』

第
一
七
）
。
杉
山
仲
恵
、
実
名
は
元
政
。
外
科
医
で
、
寛
文
十

年
（
一
六
七
〇
）
に
幕
府
に
召
し
抱
え
ら
れ
る
（
『
寛
政
譜
』

第
二
〇
）
。 

（

）
川
勝
広
成
は
御
小
姓
組
に
列
す
る
旗
本
（
『
寛
政
譜
』
第
一

八
）
。
伊
奈
忠
易
は
代
官
を
務
め
る
旗
本
で
、
伊
奈
忠
知
は
そ

の
子
（
『
寛
政
譜
』
第
一
五
）
。
毛
利
元
教
は
御
書
院
番
に
列
す

る
旗
本
（
『
寛
政
譜
』
第
一
〇
）
。 
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（

）
坂
本
養
庵
、
実
名
は
資
元
。
外
科
医
と
し
て
延
宝
七
年
（
一

六
七
九
）
に
幕
府
に
召
し
出
さ
れ
た
。
な
お
『
寛
政
譜
』
で
は

「
養
安
」
と
あ
る
（
『
寛
政
譜
』
第
二
一
）
。 

（

）
北
村
安
齋
、
実
名
は
直
明
。
『
寛
政
譜
』
第
二
一
で
は
「
喜

多
村
」
と
あ
る
。 

（

）
し
か
し
元
賢
は
、
貞
享
三
年
（
一
六
八
六
）
中
の
叙
任
が

叶
わ
な
か
っ
た
。
藩
で
は
「
御
官
位
不
被
仰
出
、
今
暮
も
不
定
」

と
貞
享
四
年
の
叙
任
も
不
透
明
だ
と
不
安
を
抱
い
て
い
た
。
婚

礼
も
済
ま
せ
、
初
め
て
の
帰
国
時
期
も
迫
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

本
藩
で
あ
る
萩
藩
へ
も
助
力
を
仰
ぐ
こ
と
と
し
、
萩
藩
か
ら
老

中
へ
の
口
利
き
を
依
頼
し
て
い
る
（
貞
享
四
年
正
月
十
一
日

条
）
。
そ
れ
と
い
う
の
も
数
日
前
、
本
因
坊
ら
が
牧
野
を
訪
れ

た
際
、
元
賢
の
叙
任
が
遅
れ
て
い
る
理
由
を
尋
ね
た
と
こ
ろ
、

牧
野
は
未
だ
幼
年
で
あ
る
と
思
っ
て
い
て
、「
し
か
と
覚
不
申
」

と
の
認
識
だ
っ
た
と
い
う
情
報
を
徳
山
藩
が
入
手
し
た
た
め

で
あ
る
。
な
お
、
本
因
坊
ら
は
元
賢
と
そ
の
家
臣
達
が
優
れ
て

い
る
こ
と
を
ア
ピ
ー
ル
し
た
と
の
こ
と
で
あ
る
（
同
年
正
月
七

日
条
）
。 

（

）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
。 

（

）
井
上
政
敞
の
室
と
葉
室
頼
孝
の
室
は
、
い
ず
れ
も
毛
利
就

隆
の
女
で
あ
る
。
元
賢
の
義
兄
弟
に
あ
た
る
（
『
近
世
防
長
諸

家
系
図
綜
覧
』
、
防
長
新
聞
社
、
昭
和
四
十
一
年
、
な
ど
）
。 

（

）
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
（
小
学
館
）
に
は
、
「
豆
乳
に
に
が
り

を
入
れ
て
つ
く
っ
た
木
綿
豆
腐
に
押
し
を
し
て
水
け
を
き
り
、

発
酵
さ
せ
て
か
ら
濃
い
塩
水
に
つ
け
ど
ぶ
ろ
く
状
の
白
酒
に

つ
け
て
熟
成
さ
せ
た
チ
ー
ズ
状
の
食
品
」
と
あ
る
。 

（

）
な
お
、
藩
医
と
い
え
ど
も
自
由
に
入
手
で
き
な
か
っ
た
（
粟

屋
隆
房
の
許
可
が
必
要
）
。
乳
腐
が
、
藩
の
厳
重
な
管
理
下
に

あ
っ
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。 

（

）
小
出
（
『
寛
政
譜
』
第
一
五
）
、
筒
井
（
『
寛
政
譜
』
第
一
七
）
、

相
馬
（
『
寛
政
譜
』
第
九
）
。
な
お
、
相
馬
家
に
つ
い
て
も
「
福

間
自
記
」
を
見
る
限
り
、
徳
山
毛
利
家
と
日
頃
か
ら
通
交
が
あ

っ
た
と
は
言
い
難
い
。 

（

）
筒
井
は
「
服
部
喜
内
」
を
仲
介
に
「
乳
腐
」
を
所
望
し
た
。

こ
の
服
部
は
「
宝
暦
分
限
帳
」
（
徳
山
毛
利
家
文
庫
「
逸
史
」

七
）
に
、
「
御
心
附
」
と
し
て
「
金
拾
両
」
を
与
え
ら
れ
た
人

物
と
し
て
そ
の
名
が
見
え
る
。
「
福
間
自
記
」
で
は
元
賢
に
能

の
稽
古
を
つ
け
て
い
る
（
例
え
ば
元
禄
二
年
四
月
二
日
条
）
。

服
部
は
徳
山
藩
と
親
密
な
関
係
に
あ
っ
た
こ
と
が
窺
え
る
。 
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